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第1次桂内閣と立憲政友会（3）
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は　じ　め　に

第1次桂内閣の成立

財政整理と企業集中

海軍拡張と増租継続（以上，第5巻第1号）

総裁＝元老の矛盾

日露開戦と軍国議会（以上，第5巻第2号）

政友会と桂内閣の接近

桂園時代の底流

情意投合の序曲

む　す　び（以上，本号）

6　政友会と桂内閣の接近

　第20議会終∫の翌rl，明治37年3月31日，政友会は議員総会を開き，松田

正久と原敬が総務委員を辞任し，後任には久我通久・長谷場純孝・大岡育

造・元田肇・杉田定一が指名され，原は協議員長に就任した。このころから，

桂首相は，政友会に接近のそぶりを示しはじめ，野田卯太郎を通じて政権譲

渡の意があることを原にもらした。井上馨も，戦時経営の円滑な進そ了のた

め，桂内閣と政友会を結びつけるべく奔走していた。西園寺・松田・原は，

はじめは桂の一時的術策ではないかと疑ったが，しだいに桂内閣に近づき，

戦時・戦後経営の、㌧二案・審議過程に参画していった。

　4月181」，政友会は総務委員会で協議した結果，「・享ら戦時経済上のsj　1：項

を調査」し，「将来に対する商工業発展の途を求むる」ため，生産調査会
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　　　　　　　　　　　くり
（委員長大岡育造）を設置した。憲政本党もすでに同種の調査会を設けてい

た。6月にはいり，政友会生産調査会は，憲政本党の発議に応じ，官民混合

の調査会の開催を提議することになった。しかし，i；i〔lrk反対であった。彼［：k

6月22口の日記に，つぎのように書いている。「加藤高明来訪，昨日大石正

巳と懇談せし由なり，大石は最初は官立・t）調査会設置を促がすの意思らしか

りしも，加藤の談話によりて其非を悟りたるものと見え，民立の調査会を設

くる趣旨なりと云ひたる趣たり，但し此件の起源，大石の云ふ処によれば，

大岡育造が大石を訪問せしとき大岡より政友会にも調査あり，進歩党にも調

査ありと云ふ事より官民混渚して調査会を設る事の協㌫をなせしものX由に

て，大石は兼ての議論にもありたれば大に賛成し，其議政友会にて同意する

やを二度までも糺したるに，大岡は間違なしと云ふに付共歩を進め，進歩党

内にて相談し，大石が政府と政友会との交渉を托されたるものなりと，又大

岡より伊藤侯にも話しくれよと云ふに付過1コ内話七しに異議もなかりしと，

又桂，山本，曽雨等にも内話したるに，曽沈う沙しく異議を云ひたる外同意

なりしと云へりと，大岡育造の此発1－1’［t或は多少政府と通じたるil　l画らしく

思はる，大石も或は進歩党を逆境より救はんとの内心より出たるものならん
　　　　くり
も知れず。」このことからも，原がいかに桂の術策を警戒していたかがわか

る。

　6月23　fLi，清浦農相が衆議［；」’己”fi派の代表17名を招待し、桂首相・曽疏蔵相・

小村外相・芳川内相・大浦逓相も出席して，官民懇話会が聞催された。挨拶

に立った清浦は，「時局に関する各般の経営殊に清韓経’ど亨に関し」，政府と政

党政派がその調査研究にもとづき互に意見を交換して，「挙国一致官民協同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この
の実を挙げ」るのが，懇活会の日的であるといった。政府は，戦時戦後の経

営問題で，政党をn己の側に引き寄せようと考えていたのである。これにた

いし，憲政本党の大石は，清浦の提議に賛成したうえで，さらに一歩をすす

めて，「民立の調査会を設け政府も之に参加し，其の調査結了したるものに

　　　　　　　　　　　　　　　　の
対しては政府は之が実行の責に任ずべし」と主張した。政策立案過程の主導
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権を政党の側に握ろうとしたのである。政友会の大岡は，官設調査会の設立

を強く主張した。原は，「清浦は実業者も同様に招きたる由なれば結局意思．

疏通して戦後経営に都合を計らんと云ふに在り，大岡は政府の為めに周旋し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くハ
たるらしく，又大石は党略と又大風呂敷を例の通り拡げたるものならん」と

見ていた。そして，松田とともに，「帰路西園寺を訪ふて其事情を告げ且つ

　　　　　　　　　　　　　　くの
此件は懇談会位に止むる事に内談」した。

　6月24日，政友会は本部に総務委員会を開き，松田と原もとくに出席し

た。大岡はしきりに官設調査会の設立を主張したが，全員これに反対であっ

た。　「官設調査会は其効なく且つ操縦の具たるに過ぎざる事は誰も容易に看
　　　くカ
破した」からである。翌25日，さらに協議員会を開いて，「懇話会位なれば

可なり，官設調査会は不可なり，但民設にて大石の云ふが如き事政府に於て

　　　　　　　　ゆ
同意せぽ異議なし」と決定した。しかし，原は，「政府に於て大石案に同意

　　　　　　　　　　　ロハ
せぽ内閣以外に内閣を造る」ことになるので，民設調査会は見込みないもの

と判断していた。その日の午後，帝国ホテルで清浦に招待された人びとと協

議した結果，「多数は懇話会に止め置く事に決せり，但し政府に於て同意せ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
ぽ大石案にも異議なきに付，政府に同時に之を告ぐる事」になった。そして

翌日，原・大石・林有造の3人が桂首相を私邸に訪れ，決議の内容を伝えた

ところ，「桂は当分懇話会に止め置きたし，調査会を設くるの可否は其上に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
ての事に譲りたしと云ふに付其事に決定」した。また，次会は桂が招待する

ということであった。こうして，調査会は見送りとなったが，政党が政府と

の懇話会に参加すれば，やがて政府のペースに引き込まれ，政府に接近する

ことになるのは，いわば必然の成行きであった。

　官民懇話会は，その後，7月26日・9月30日・10月15日と，前後4回にわ

たって開催された。その歴史的意義は，政党が，戦時戦後の経営や清韓経営

のような重要な国務について，政府からはじめて公式に情報を提供され，そ

の立案審議の一端に加わる機会をえたことによって，帝国主義的諸政策の決

定過程に組織的に参加する端緒が開かれたことにあった。それは，政党が天
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皇制支配機構の一環に組み込まれ，その枠内で一定程度，専制の政策を現実

的に制限する途が開けたことを意味していた。

　政友会は，8月中句から9月下旬にかけて，生産調査会のほかに，対韓問

題調査会・第百三十銀『∫調査会・京釜鉄道問題調査会・財産相続税に関する

調査会を設けた。ついで，議会の召集期が近づくと，恨例により臨時政務調

査会を設置することになり，11月15［コ，総裁から委nが指名された。先に設

置された生産調査会は，4月20日に第1回総会を開き，運輸「i｝：業・農商工・

金融・財政・清韓経営の5つの調査部門，および軍’1｝：その他戦時要件（参考

調査項［Dに委員を配属し，部会および総会を毎週各1回開いて調査をすす

め，とくに急を要するものはこれを政府に警告し，あるいは意見を世に発表

するなどした。そして，臨時政務調査会が設置されると，それまでの鋼査結

果を総合して幹部に報告し，これを政務調査会に引き継いで，生産調査会は

解散した。また、対韓問題などの各種の調査会も，それぞれ調査をすすめて

その結果を幹部に報告し，臨時政務調査会0）設置とともに，これに吸収され
くロの

た。牛産調査会をぱじめ各種の調査会は，議会閉会中に間設され、戦時・戦

後の内治外交全般，とくに帝国主義的対外政策の調査研究にあたった点で，

爪要な意義をもつものであった。このほか，政友会は，政府・他党との交渉

のため，12月2n，松田・原・大岡を交渉委員に指名し，彼らを通じてひん

ばんに政府と交渉する機会をもつようになった。

　この間に，戦局はいよいよ緊迫の度を加えたo第1期の朝鮮作戦は、ロシ

ア側が，口本軍を鴨緑江でくいとめ，また渤海湾からの，ヒ陸を阻止して，増

援軍がくるのを待ら，そのうえで一挙に反撃に転じる方針をとっていたの

で，4月一ド旬，第1軍が鴨緑江岸に4ミ結をおわるまで，戦闘らしい戦闘もな

く，間戦当時の大本営の計画通りに進行した。しかし，第2期の満州作戦で

は，rl本側の兵力がしだいに底をついてきた。

　5月1日，第1軍は鴨緑江を渡り，九連城・安東一帯を占領した。ついて

5日，第2軍が遼東半島の塩大漢に上陸を開始し，26日，金州・南1」」を占領
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した。しかし，2口問の激戦で，日本軍ぱ日清戦争の全死傷者数に近い4，387

名の死傷者を出し，大本営を愕然とさせた。6月20口，大山巌を総司令官，

児玉源太郎を総参謀長とする満州軍総司令部が編成され，大山のあとの参謀

総長には山県有朋が補任された。8月19日，乃木希典を司令官とする第3軍

は，5万余の大軍をもって旅順要塞の総攻撃を開始した。結果は1万5，800

名の死傷者を出しただけという大失敗におわり，24　U，攻撃を中止した。つ

いで28・U，第1・第2・第4軍は，遼陽に向け進撃を開始した。両軍の投じ

た兵力は，ロシア軍22万4，000，1｜本軍13万5，000であった。激戦1週間，ク

ロバトキン指揮のロシア軍は1万6，000名の死傷者を出して後退したが，1－1

本軍の死傷者も2万3，000名にのぼり，そのうえ砲弾も欠乏して，ロシア軍

の追撃を断念しなければならなかった。10月14日，［1本軍はロシア軍と沙河

で会戦，同陣地を占領したが，ロシア軍の逆襲をうけて苦戦，30間で2万

5，000名の死傷者を出した。以後，両軍は凍りついた沙河をはさんで対時し

たまま年を越した。10月19i．1，児玉満少li軍総参謀長は山県参謀総長にたいし，

砲弾不足のため苦戦，北進不可能と打電したが，山県からは「戦機を逸せん

　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆ
とするの恐れあるは返す返すも遺憾なり」との返電があっただけであった。

すでに遼陽会戦から，弾薬の不足は重大な問題となっていた。

　沙河対陣の間，旅順攻略をあせった第3軍は，10月26Hから第2川の総攻

撃をおこなったが，またも失敗におわった。その間に，ロジェストウェンス

キー指揮のバルチック艦隊がリバウ軍港を出港したとの報があり，大本営の

旅順攻略の督促はいよいよ激しくなった。11月26日，第3回の総攻撃を開始

したが，1Hたたぬうちに失敗が明らかになった。そこで，翌日から，これ

までの正面攻撃を中止して，二〇三高地攻略に全力を注ぎ，28U夜にはいっ

たんこれを占領したが，後援つづかず，数時固後にはロシア軍に奪還され

た。このとき，軍司令部は敵の砲弾のとどかない後方にあり，増援部隊を前

線から1日行程もはなれた所におくという，作戦の初歩的な誤りをおかして

いた。満州軍総司令部は第3軍のこの醜態に激怒し，児玉総参謀長が，必要
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あれば即時総司令官の名をもって戦闘を指揮しうる権能を委託されて，12月

1H．※順に到着し、みずから戦場にのぞんで全年を指揮した。かくて6

H，つト、・に二⊃二高地を占領した。第3回総コXf　’tl，Y・t　i二参加した日本軍6万4，000

のうち、死傷は1万7，000に迂した。二〇三高地から旅順港内のロシア軍艦

をつごつぎと砲撃し，12月10ilまでに，旅順艦隊の主力を潰滅させた。要塞

のr・≡ノ’ 軍は守るべき艦隊を失って1：気がくずれ，翌38年1月1【｜，ロシア

関東要塞地区司令官ステッ七ルは，旅順口攻囲軍司令部に降伏を申し入れ

た。かくて155nのll数を費やし，総計13万の将兵と393門の火砲を投じ，5

万9，000余の死傷者をIHした旅順攻略戦は終った。

　このような戦争の推移が，桂内開と政友会の接近に拍車をかけることにな

ったのは，いうまでもない。11月9H，桂．口相は西園寺総裁を訪れ，次期議

会における協力を要請した。しかし，このときは，協力をえたいというだけ

で、捉携もしくは後日の内約というような深入りしたものではなかった。11

日，iii三は衆議院各派の代表19名を首相官邸に招待し，曽禰蔵相から38年度総

予算と軍事費予算の内容を説りJし，山本海相と小村外相が軍事・外交の経過

をのべた。翌1211，貴族院各派にも予算を内示した。そして，16n，桂ぱ首

相官邸で小村とともに政友会の原・元田，憲政本党の犬養・大石と会見し，

外交にかんして懇談した。その席上，両党は，政府がすでに5月31　Hの閣議

で、　r一　適当の時磯に於て，韓国を我か保護国となす乎，若くは之を我国

にVi：　1’rすへし。二　右の時機到来するまては，政’｜口二，外交上，軍‘li二上，保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロロ
護の実権を収め，経諸：上に於ては，益々我か利益の発展を計るへし」との方

針を決定し，翌日」：奏裁可をえていると知らされた。韓国問題の解決につい

て、その手段には多少の相違があったが，終局の日的では政府と政党の意見

は同じであった。その他，満州問題・清国問題などを内談したが，大きな相
CI3

違はなかった。しかし，議会の囲会が近づくと，財政目’画の点でilix憲両党の

あいだにはかなりの隔たりがあることが，しだいに明らかになってきた。

　111」26日，政友会は大会を開き、「必要の戦費は之が弁給を辞せず」との
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宣言を決議して，政府支援の態度を表明した。同じ日，憲政本党も大会を開

き，財政問題について，「我党は政府の増税計画に対し相当なる修正を加へ，

行政を整理して諸般の経費を節約し，其の足らさるものは公債に依り之を補

　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
填せしめんことを期す」との決議を発表し，政府批判の態度をとった。

　第21議会は，11月28日に召集され，30日に開院式を挙行した。この日，政

府は，明治38年度総予算，臨時事件費追加予算，および，これに関連する各

法律案ならびに緊急勅令を提出し，議会の協賛および承諾をもとめた。

　明治38年度総予算は，歳入3億0，436万円，歳出2億1，154万円，歳入有余

9，282万円，であった。巨額の歳入有余を生じたのは，政府が軍費捻出のた

め，鉄道建設および改良・国債償還・学校および監獄建築・土木・教育・台

湾および北海道経営などの諸事業を繰り延べ，また前年来の宿題である行政

整理をおこない，徹底的な臨戦即応体制の予算を編成したからであった。こ

のほかに，予算実施上，陸海軍経常軍事費に約3，㎜万円の不用残額を生じ

る予定であったので，予算の歳入有余とあわせて約1億2，㎜万円を臨時事

件費特別会計へ繰り入れ，軍資に供する計画であった。しかし，歳出削減の

大部分は事業の繰延べによるものであり，行政整理による節減額は200万円

にすぎなかった。政友・憲政両党は，これをもって微温なりとし，増税案修

正に基因する約1，000万円の歳入欠陥の大部分を，行政整理によって補填す

ることを要求し，再三政府と交渉したが，政府はその余地なしとしてこれに

応じなかった。結局，政府と両党とのあいだに，行政費100万円節減・陸海

軍経費50万円剰余の妥協が成立し，明治38年度総予算は，歳入において3万

円，歳出において102万円を削減し，ほぼ政府原案どおりに成立した。

　臨時事件費の追加総額は7億8，000万円にたっした。そのうち，臨時軍事

費の追加額は7億円，これにたいする財源は，歳計剰余4，327万円，増税収

入8，272万円，特別会計資金繰替え800万円，公債・国庫債券および一時借入

金5億6，600万円であり，ほかに，8，000万円の臨時事件予備費を設け，歳計

剰余をもってこれにあてる計画であった。
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　政府は，臨時軍事費の屯要な財源である特別会計資金の繰替え使用および

公債募集のため，臨時’厨牛費支弁に関する法律案を提出した。その内容は，

前期議会が協賛した同名の法案と同じであった。ただ，議会召集前に，政府

は財政上の必要処分として，すでに1億2，000万円の公債を外国市場に募集

していたので，今後この法律により募集することができる公債は，4億5，000

万円以内とされていた。さらに，政府は，臨時軍事費の財源の一部にあてる

ため，非常特別税法中改正法律案を提出した。第2次非常特別税の内容は，

地租・営業税・所得税・酒税・砂糖消費税・登録税・取引所税・狩猟免許

税・鉱業税・売薬営業税・印紙税および各種の輸入税を増徴し，あらたに小

切手に印紙税を，砂金採取業者に砂金採取税を，汽車・電車・汽船の乗客に

通行税を，毛織物以外の織物に消費税を，米および籾に輸入税を課し，行政

訴訟の訴状に印紙を貼布させるものであった。そのほか，あらたに相続税を

起し，塩の専売を実施して，財源を補強するため，各法律案を提出した。政

府案では，増税により6，648万円，塩専売により1，624万円，あわせて8，272

万円の増収をうる予定であった。

　なお，臨時軍事費の歳入歳出追加額は臨時事件費特別会計追加予算中に掲

げ，これに関連する増税等の収入・国庫剰余金繰入れ・臨時’ll：件予備費など

は，38年度追加予算に掲記されていた。38年度追加予算の歳入は8，272万円，

歳出は2億0，600万円であった。歳入はすべて増税収入（専売益金を含む）で

あり，歳出（Z－一般会計から臨時‘1　ll件費特別会計へ繰入金1億2，600万円（う

ち，増税収人8，272万1’］，歳、ll・剰余4，327万円）および臨時事件費予備費8，000万円

（すべて歳計剰余）の2件であった。したがって，臨時事件費特別会計に繰り

入れられる国庫剰余金は，1億2，327万円であった。

　衆議院の各派は，軍‘hl費の総額と公債募集にかんしては，だいたいにおい

て政府案に賛成であったが，増税については，煩苛にすぎるとして，非難の

声が高かった。政府は，増税計画について，政憲両党のあいだに異論がある

のを知り，あらかじめこれと妥協をはかるため，両党の領袖に会見をもとめ
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てきた。そして，この妥協交渉が，桂内閣と政友会との親近，政友会と憲政

本党との阻隔の契機となった。

　12月4【1，政友会は，協議員会ならびに臨時政務調査会を開き，7日に政

府と交渉することを決定して，財政計画の審査を結了し，6日の議員総会に

はかったが，わずか3票の差で，政府との交渉は2H間延期することになっ

た。このHの午後，桂首川が再三面会をもとめてきたので，原が竃話でその

用件をたずねたところ，「佳自ら電話口にlllて政友会の決議は政府の意見に

近く，同意することを得れども，進歩党の決議は政府の意見に甚だ遠し，交

渉の際に如何すべきやとの相談に付，後刻延期通知の為め大岡参るべきに

　　　　　　　　　　　　　　　くゆ付，篤と内談ありたしと返答したり。」夜になり，ノく岡が来訪して，桂との

内談の結果を原につたえた。それによると，「政府は政友会を基礎として行

動するの決心もあるに付，進歩党の決議と政友会の決議と合一せざるとき

　　　　　　　　　　　ゆは，政友会の決議に従ふ債」ということであった。原は，翌U，松田と相談

して，「現内閣もし政友会に信頼し我党の決議に従ふときは，自然進歩党と

我党と遠かるの結果を生ずべし，是れ我党に取りて大切なる事柄なれば，柁

　　　　　　　　　　　　 ゆ

の意思を匙むること必要なり」との結論にたっした。西園寺も同意見であっ

た。そこで，彼らは，伊藤を介して桂の意思を確かめることにした。

　12月8H，伊藤からの連絡をうけて原が訪問すると，伊藤は，　「桂を招き

内談したるに，佳は将来深く政友会に信頼する決心なることを確言せしに囚

　　　　　　　　　　にり
り，尚ほ直接面談すべし」とすすめた。夕刻から，西園寺・松田・原の三者

が相談した結果，午後10時半，原は佳をその私邸に訪れ，「一時半過まで胸
　　　　　　　じう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

襟を開らき内談」した。原と桂の密談の内容は，原の日記によると，つぎの

ようであった。

　i桂は内閣組織以来の‘il二情を説き，今後は到底政友会に信頼して政局を進

行するの外なし，進歩党とは倶にすることfl旨はず，明日政進両党の領袖と交

渉するも政府は断乎として政友会の案に従ふべし，然る上は政進二党の間離

隔するも決して政友会をして面目を失はしめ，又は不幸に陥らしむることを
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なさず，飽までも政友会に頼るべしと云ふに付，余も従来桂内閣に反対の位

置に迄たる理由を説きたる上に，我方には何等求むる所なし，金銭は勿論の

ことなり，其他一切何等の条件もなし，要するに政府の決心次第にて……彼

我の意思合一せざれば不可能に属す，政府の決心如何，露骨に云へば，共に

政事のlf，）t：当ると云ふも一の決心なり，又政府は政友会の意見を容れ政友会

は政府の意見を容るXと云ふに1ヒまるr5　一の決心なり，又互に親不！iするに止

まるrl，一法なり，結局政府の意思は何れにあるやと糺したるに，杜云く，戦

時中は内図の組織を変ずる意思なし、又此戦争に関する日〔任は自ら取るべき

ものとにずれば．戦時中は閣員を動かさざる決心なり，戦後に至り若し自分

此職に止三ることとならば，㍑君と川談の上内i開に立つべし（即ち共に内閣

を組織するの意思と解せり），若し自分此職を退くこととならば，曽て屡々

云ふ如く西園寺を総理に推薦すべ1・　’？LLL心なり、山木（現海川）もε｛うれども是

れは総理たるに適せず，到底西園寺を肖＼きては其人なしと云ふに付，余は十

分其巳を諒せり，我にli；∫等求むる意思なければ夫れにて宜し，就てはこXに

ニー二つの要fl・あり，君の決心然る上は万一1工歩克と離隔するも政府を助くべ

し、去りながら出来得る丈けは進歩鵬’Sをして我と同方向に往かしむるを努む

るを得策なりとなすに付’，政府は依然進歩党と提携するものなりと疑ふこと

なかれ，其次はよし君が内閣を去りて西園寺に譲るも直に反対の地位に立た

ず，十分其内閣を助くべしと云ひたるに，桂は尤もの次第なりとて其意を諒

せり。」

　原がr進歩党をして我と同方向に往かしむる」という条件をつけたのは，

1「1時，政友会は139議席で過半数をはるかに割っていたので，憲政本党との

捉携を絶つわけにもいかなかったからである。この夜の密約は，　「政Jll　j：にて

は桂と曽雨荒助，山本権兵衛の三人の川に止め，政友会にては西園寺と松田

正久と余〔原〕との問に止むることとなし，政府も余等も漸りこ此ブi針に向ふ

　　　　　　のこととなせり。」これはll渓liの「情意投合」てあった。そして，憲政本党

は、ふたたび政友会に出し抜かれることになった。桂の話によると，原に会
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見を中し込んだのは山本海相の鶴匝によるということだったが，すでに第20

議会終了のころから，桂は，たびたび，野田卯太郎をつうじて，政友会との

提携の意思を原につたえており，それがいま，財政計画の審議を契機に実を

結んだのである。

　同じ口の午前，政友会は，本部に議n総会を聞いて軍江費および増税諸法

案について協議し，臨時政務調査会の査定案をことごとく可決した。翌9日

午後1時から，衆議院議長官舎において，政友会の交渉委員松田・原・大岡

と憲政本党の代表者犬養毅・鳩山和夫・武富時敏が会見し，政府との交渉に

先立って打合せをおこなったが，両党の増税にたいする査定案は，第5表の

ように，はなはだしく懸隔していた。原によると，「進歩党の決議は増税案

を捌減したる不足は公債に依るの原則を取りたるものなれぽ，政府案に対し

距離遠く三千余万円の欠額あり，政友会の決議は政府案に近く几九百万円を

　　　　　　　　　第5去　　政友会・憲政本党の査定案対照

地

所

酒

翰

　　　　　租
Tli　街　宅　地

部　村　宅　地

その他の土地
　　得　　　税

　　　　　税
　　入　　　税

小切手印紙税
通　　　行　　　税

織　物　消　費　税

米・籾輸入税
塩　　　専　　　売

相　　　続　　　税

政 友 会 憲　政　木　党

JuUI！ii100分v）　25

〃　100分の11

〃　100分の5．5

納期を4期に変更

ビール税1石50銭を増徴

繭を追加し税率を増加

政　　府　　案

1・2：窄を増加

売上価絡の1割を課税
従1：ili　1割二減率

政　　府　　案

同　　　上　　　　ミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
1

100分の20
100　S｝　oD　8

100分の5

500円以下据置

府

府

政
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否
政
同
同
半

案

上

決

案

上

上

滅

法文修正

＊　『立憲政友会史』第2巻，180ページ以’ド，『東京朝日新聞』明治37年12月9日により作

　成。

＊営業税・砂糖消費税・怪汕税・登録税・取引所悦・狩猟免許税・鉱業税・売薬免許税・

　印紙税・砂金採取地税・行政訴訟印紙税は，政友会・憲政本党ともに政府案どおり。
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減じたるのみなりしに囚り進歩党との相談は纏らず，斯くては今日の会見を

見合すべしなど進歩党の委nは云ひたるも，延引したりとて両党意見の調和

は困難にて同様なれば，寧ろ未協定は未協定の儘にて政府と会見し，其上に

て不得已延期するも可ならんと主張したれば，一同余の意見に同意し，兎に

角約の如く政府の人々と会見すべしと決し一同首相官邸に赴きたり。」

　政憲両党の代表者は，9日午後4時から，首相官邸において桂・山本・曽

禰の3相と会見し，交渉を開始した。双方互にその主張を譲らず，交渉は難

航したが，ようやく翌日午前1時半にいたり，妥協が成立した。妥協案の内

容は，つぎのとおりであった。1）地租の新増徴率を，市街宅地は原案の100

分の20から100分の12（定率および第1次増率とあわせて100分の20）に，郡村宅

地は原案100分の7から100分の2（同100分の8）に，その他の土地は原案100

分の1．8から100分の1．2（同100分の5．5）に，それぞれ低減する。2）ビール

税1石につき50銭を増課する。3）砂糖消費税は，各種ともに政府案の税率

に各50銭を増す。4）輸入税は，各種の繭にたいして，あらたに従価1割を

課す。5）通行税は，1・2等の税率を政府案以上に増す。6）織物消費税

は印紙税に改め，従価1割の印紙を貼用させる。7）その他の非常特別税，

相続税および塩専売制度は，政府の原案を是認する。

　以上の妥協案は，だいたいの原則を協定したにすぎなかったが，要するに，

「市街宅地，郡宅地の増税は進歩党案により，田畑以下は政友会案によりて

妥協成立し，其他は大概政友会の案なりしが，結局一千四百万の歳入不足を

告げ，一千万円は政府責任を以て填補の道を講じ，残四百万円は砂糖を始め

　　　　　　　　　　　ビリ
各種の増税を加算して填補」したものであった。

　12月10L」，政友会は，議員総会を開いて政府との交渉の経過および結果を

報告し，ことごとく妥協案のとおり承諾をえた。この口，憲政本党も議員総

会で妥協案の承認をえたが，憲政本党の査定案は妥協案とかなり懸隔してい

たので，異論百出し，妥協否認をとなえるものが少なくなかった。

　政府は，いったん増税法案を撤回し，妥協案を基礎としてこれを修正し，
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議会に提出した。衆議院は，特別委員会において，妥協案のほかに所得税率

を改めて約50万「］を削減し，17日，非常特別税法改正案を可決した。また，

相続税法案は，税率および課税標準に若干の修正をくわえて可決し，塩導売

法案も、塩の売下率を限定してaJzaした。つづいて，28口，貴族院も可決

し，増税案は成立．した。

　政憲両党との妥協の結果，政府当初の予定歳入は約1、000万円を減少し，

さらに所得税率の変更により約50万円を減少したので，歳入不足額は1，050

万円にたっした。そこで，政府は，酒税の納期を改めて約200万円を増収し，

行政費100万円・陸海軍省経費50万円を節減する計画を立てたが，なお700万

円の不足であった。政府は，この欠陥を填補するため，あらたに軍資献納金

150万円・雑収入50万円の2科目を設け，残りの500万円は公債を増募して予

定の歳出をまかなうことにした。結局，臨時軍rj　c？it追加予算の歳入内訳は，

第6表のように修正された。政府は，いったん臨時拘牛費追加予算を撤回し

て修正をくわえ，ふたたびこれを議会に提出し，両院の協賛をえた。これに

ともな一，て，明治38年度追加予算にも，増税収入を860万円減少し，歳計剰

余を160万円増加する修1Eをくわえ，一般会計から臨時」i’r一件費特別会計への

繰入金1億2，600万円を1億1，900万円に改めた。また，公債募集と特別会計

資金繰替えにかんする臨　　　　第6表　臨時軍事イセ追加予算歳入内訳

時・！l二件費支弁法律案は，

募債金額500万円を増加

して両院の協賛をうけ，

1億2，000万円募債の緊

急勅令も両院の事後承1，？1

をえた。かくて第2次戦

時財政計画は，ことごと

く帝国議会を通過した。

　第2次非常特別税・相

一 般歳、il・乗1」余

増税等の収人
特別会計資金繰替え

軍　資　献　納　金

雑　　収　　　人
公　　債　　募　　集　　．金

　合　　　　。卜

確定案　増減額
　　．「円

4－i　，　880

74，12〔｝

　8，000

　1，500

　　　500

571，000

700，000

　　「刊
　1，600

－ 8，600

　　　0

（折設）

（ク）

．
｝5．OOし）

　　　o

＊　大蔵省編i明治37・8年戦時財政始末報告』および

工藤武重［帝国議会史綱』（明治篇）により作成。
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続税および塩惇売による　　　　第7夫 第2次増税収入等1｝1！：定案

歳入増加予定額は，第7

表のとおりである。増税

総額のうち，地租の占め

る害lj合が25．3パーセント

でもっとも多いというこ

とは，第1次増税と変り

がない。塩専売がこれに

つぎ，以下，印紙収入・

営業税・所得税・相続税

・ 通行税の順である。地

租は，第1次非常特別税

で増徴されたが，地租付

加税を制限して地方費の

負担を軽減したほか，あ
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＊　大蔵省編『明治37・8年戦時財政タ台末報告』99～100

ページ。

らたに米・籾に輸入税を課し，麦・豆の輸入税を増して，農民の利益を保護

することとなり，また宅地地価は法定地価よりもいちじるしく騰貴している

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロだけでなく，宅地を所有する老は中産以上であるとの理由によって、ふたた

び増徴されることになった。地租の増徴額のうち，市街宅地は24．2パーセン

ト，部村宅地は11．6パーセント，その他の土地は64．2パーセントであり，・／〉

回もまた，地租増徴は農村負担の増大に帰したのである。

　第2次の増税においては，塩1享売をのぞ1ナば，第1次に比して，むしろ直

接税に財源がもとめられていることが注目される。消費税・関税に通行税を

くわえたものが14．7パーセントであるのにたいして，所得税・営業税・鉱業

税・相続税の合計は，全増税額の22．6パーセントとなっている。　この二と

は，消費税がすでに限界まで増徴され，余裕を残さなくなっていたことを示

すものにほかならない。所得税は，第1次非常特別税で7割増徴され、今回
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さらに8割を増して15割とする計画であったが，議会における税率修正によ

って，法人にたいする増税はいちじるしく緩和され，資本利子にたいする課

税も，国債政策を口実にして，極力回避された。相続税は，戦時緊急の財源

のひとつと考えられたのであるが，戦後もこれを恒久化する予定で，単独法

として創設された。総じて，全増税額中に占める市街宅地以外の地租の割合

19．0パーセントに塩専売の益金21．9パーセン］・，消費税・閃税および通行税

の14．7パーセントをくわえれば，第2次増税の52．7パーセントは，農民およ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のび勤労階級の負担するところとなったのである。

　こうして，軍国議会は，挙国一致の実をあげ，政府の提案した戦時財政計

画をことごとく協賛したが，その底流では，政党によひI」・：制の制限，絶吋主

義機構の内部からの改革の動きが，すでにその胎動をはじめていた。すたわ

ち，政友・憲政両党は，増税案修IEの結果，約1，000万円の収入減をごたし

たので，これを機会に大いに行政を］窪理し，それによって生じた財源『こ氏入

欠額の大部分を補墳しようとした。予算委員会も，この方針で審査をおこな

った。両党の代表者は，具体的な行政整理案を作成して政府と交渉した；パ

そのなかには，警視庁・郡役所・林区署・鉱山監督署の廃］Lなど10数｛撒トかふ

くまれていた。結局，政府と両党とのあいだに150万円節減の約束が成、1・1し，

行政整理問題は39年度の宿題となったが，政党がlr政整理を手］卦りにして絶

対主義機構の改革をはかろうとしたことは，注llすべき‘1法であった。

　これらの改革のうち，第21議会に提出されたのは，那制廃止法案（提’ri／　ftr”，

尾見浜五郎・無所1属組）と郡役所廃iL建議案（提案者，佐蔭虎次郎・政友会1てあっ

た。郡制廃止法案は，衆議院び）委員会で多数をもって11∫決されたが、｛・こ会議

では，政友会がすでに政府の歳入補愼案をうけいれたのちだったので、委員

会報告を延期し，審議未了とされてしまった。また，郡役所廃止建議案は，

委員会において，平和克服の翌年からこれを実施するとの意味を挿入して［if

決されたが，郡制廃止法案と同じく，本会議で審議未了となってしまった。

　政憲両党は，このほかに，衆議院議員選挙法の根本的改正を期し，それぞ
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れ党内に委n会を設：吉て闘査した結果，　「単記無記名は此まXにても宜しき

　　　　　　　　　　　　　ゆ
も小選f∫≒区となす二と必要なり」という説に一致し，法案を作成して第21議

会に提出しようとしたが，党内の異論を調整することができず，法案提出は
いv

見送i），　．1した。

　かくて機構改革案はなんら実現をみることなくおわり，第21議会は，2月

27　H，閉会となった。

　この川に，日露戦争の戦局は，いよいよ終盤にはいっていた。沙河をはさ

んで冬営中の北方戦線で，1月25日，ロシア軍は突如として，10万の大軍を

もって，黒溝台付近の日本軍左翼に猛烈な攻撃をか1；’てきた，，口本軍は，29

L］，ようやくこれを撃退したが，’｜］初防術にあたっていた第8師団は9，000

名の死傷者を出し，死傷率は50パー七ントをこえた。その後，口木軍は，あ

らたに編成された鴨緑江軍を満州軍総司令官の指揮下に入れ，第3軍を旅順

から北上させ，3月1日，奉天をめざして総攻撃を開始，10日，これを占領

した。このとき，日木軍の左翼をうけもった第3軍は，奉天背後て鉄道を断

ち切るのにあと一歩のところまで進撃したが、ロシア軍の逆襲にあって，包

囲繊滅瓢）［1的は達P．S4できなかった。　ll右軍は参加兵員24ラ㌦のうち死傷約7万

名、ロシア軍は32万のうち死傷約6万・捕虜約3万で、ロシ『・’軍に再起不能

の只害をあたえるまでに：撒ほど遠かった。

　奉天会戦のころから，n本の戦力はすでに限界にたっしていた。兵力は予

備・fl三備のすべてを召集してもはや動員の余力なく，兵器・弾薬の欠乏もい

ちじるしく，そのうえ，戦線が北方に移動するにつれて兵姑線が延び，それ

以後の作戦の見通しはまったく立たたくなった。

　3月13口，大山満州1，lil総司令官は1’政策ト戦略トヲー致セシムルノ要義」

を大本営の山県参謀総長に打電した。奉天会戦後は、「敵力此損害ヲ医シ戦

力ノ恢復スルノ困難ナルト同時二，一卜四五万以上ノ損傷ヲ補充スルモ亦短時

日ノ能クス・レ処ニアラス。故二我戦力ヲ恢復スル迄ハ妄二大兵ヲ動力サ・ル

ヲ緊要トス。借テ我戦力恢復後二於ケル戦略ハ我政策トー致スルヲ要ス。換
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言スレハ，益々進テ敵ヲ急追スヘキヤ果タ持久作戦ノ方針ヲ取ルヘキヤハ，

一に政策トー致ス／し二非レハ，幾万ノ生命ヲ賭シテ遂行一ヒラルヘキ戦闘モ，

無意味否無結果二終ノLヘシ。若シ戦略上ノ成功ニヨリテ政策ノ取ルヘキ方針

ヲ決定セントスルカ如キ：rトアラ・・，真二年隊ハ無日的ノ狽口汐嘗メサルヘ

カラス。……殊二奉天附近ヨリ鉄嶺以東二亘ル山地ヲ）越エテ大軍ヲ進ムル為

メニハ，兵姑ノ施設上至大ノ；lll備ヲ要ス。故二敵二殆ト再ヒ立ツ能ハサル損

害ヲ与ヘタル今［．i二於テ，今後ノ戦陪ヲ政策トー致セント欲スルヲ以テ，敢

　　　　　　　　　　ごリ
テ閣下ノ高見ヲ仰ク。」この大山の意見は，講和の催促にほかならなかった。

　山県参謀総長も，3月31日，寺内陸相の同意をえて，桂汀相・小村外相・

曽禰蔵旧に長文の意見書を提出し，政戦両略論を開示した。　「且つ夫れ胎爾

賓を奪ひ，浦塩斯徳を「；疏パも、未た以て敵に致命傷を与へたりとは云ふへ

からす。……否な今日迄の情勢によりて之を案するに，彼れは莫斯冊，彼得

倭にまて、侵入せらるXに非されは，決して白ら和を乞ふか如きことなかる

へきなり。去れは愈々進んて恰爾賓を攻撃するには，須らく非常の忍耐力を

発揮し、敵ll：1の日1自：にまて，進入するの決心を以て，之に従事せさるへから

さるなり。」「坐して守勢を取るも，進んて攻勢を取るも，勃れにしても前途

悠遠にして，容易に’lf一和を回復し！i．」・るの望みなく，而して我れは已に大にぢ

慮を促さXる可からさる者あり。第一，敵ぱその本国に尚強大なる兵力を有

fi’　｝bに反し，我れは已に右らん限りの兵力を用ゐ尽し居るなり。第二，敵は

未た将校に欠乏を告けさるに反し，我れは開戦以来，已に多数の将校を欠損

し今後容易に之を捕充すること能はさるなり。此二点は，守勢を取りて、

現在の占領地に拠るとするも，必す速かに補足するの手段を取らさる可から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆす。況んや進んて攻勢を取らさる可からさるに於てをや。」

　こうして，山県は，もはやこれ以上戦争を続：ナることはできないという理

由をあれこれとあげ㌃こがらも．「但し作戦の計画につきては，吾等白ら信す

る所あり」と虚勢を：より、「望む所は，諸君か能く国家の大政策を確立し，

今後数年間の戦争を講撒続して，事に戦闘に従ふ者をして，後顧の患なからし



36　　第1次桂内閣と立憲政友会（3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐダ

むるにあるなり」と，いっさいの五任を政府におっかぶせた。

　児玉満州軍総参謀長は，山県以上に戦争の長ltJ］化をおそれていた。彼は、

3　J］　28［」，奉天会戦の詳報奏聞のため，極泌裡に帰国したが，そのとき，新

橋駅に出迎えた長岡外史参謀次長に，「おれ1よ戦争を止むるため．七京したの
ゆ

だ」といった。児玉が「滞京1．il当局主脳者に今や戦局収拾の秋1なりと説：ナる

は、公然の秘密」であった。

　4月2111．参謀総長室においてf〃1：戦会議が旧か．｝／，川県・川・寺内・児

玉・長岡が出席した。参謀本部提出の議題；よ，一、満州軍は政01各と一致して

ハルビンを占領すべし、二，北韓軍はなるべく急に前進して韓いII内に敵しり一一

兵をも止むべからず，三，速かに樺太島を占領す可し，という作戦方針の決

定，およびその実施に要する兵据諸1没備に関する案件一であった。席一ヒ、樺大

行について，寺内と児玉・桂とのあいだにやり取りがあり，［山県総長は二

の間始終無ぼで何’ll：も言わなか」1た。会議は少し自けた模↑差にて、樺太行取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り止めの動議はうやむやのうちに葬られたが，行くも行かぬとも定らぬ。」「臨

時一軍を編成してウラジオストックを攻撃すべしという一段は遂に否認せら

れた。：ナだし児玉人将帰来し、政府側にll・Jって第一の注よは戦争を女〔tめた刀

ものは戦争を止める技何がなくてはならぬ。この上貧乏川が戦争菌1売けて何

になるかと、一けに在りしものの如し。而して頭株の1；義諭も如何にも尤三とい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
うことになったらしい。満州牢は政略と一致してという妙な字が挿まれた巨｝「

以にて，このところ戦争切上げとは、∫わ：れぬからハルビン占領と大きく出L

　　　　　　　のたのであるらしい」と『機密日露戦史』は；i｝いている。

　このような軍の要請をうけて，4月8Hの閤議は，ロシアの実情と列国の

態度を検討したのち，「戦争ハ尚永引クモノト覚悟シ，之二応シ持久ノ策ヲ

　　　　　　ゆ講スルノ外ナシ」と認め，つぎのような方針を決定した。i－，作戦二在リ

テハ従来我軍ヵ著々占メ得タル地位ハ之ヲ拠守シ，尚’h：情ノ許ス限リ今Hヨ

リモー層優勝ノ地位ヲ占ムルニ努ムルコト。二，外交二在リテハ事情ノ許ス

限リ迅速且満足二平和ノ克腹ヲ計ル為メ，今ノ時期二於テ適当ノ手段ヲ執リ
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我終局ノ目的ヲ達スルヲ期スルコト。」つづいて210，「講和条件予定の件」

を閣議決定し，同日，裁可をえた。奉天帰営の途次，「韓帝の客舎にあって，

この要求項日の内報に接した児玉大将は，流石に条件中に軍費賠ftの一条が

あるのをみて，『桂の馬鹿が償金をとる気になっている』と語り，来訪の古

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒのしコ
i1了公威男に『折角君に京釜鉄道を敷いて貰ったが，今に異斗をつけて露に進

仁するようになるかも知．れん』と談笑した由。彼我の実勢を知る児玉大将に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごこり
は、局面を確かに悲観的に観察されたのであろう。」このころ，バルチック

艦隊は東航の途にあり，形勢なお逆賭しがたいものがあった。

　5月27～8「1，fl本の連合艦隊は，対島海峡にバルチック艦隊を迎え撃っ

て，二れを那滅した。バルチック艦隊38隻のうち，戦艦6隻をふくむ20隻を

撃沈し、5隻を捕獲，2隻を逃走中に沈没または坐礁させた。ウラヂオスト

ー クに逃げこんだのは巡洋艦1隻・駆逐艦2隻にすぎなかった。残りは中立

港に逃げこんで武装解除された。［1本の損害は水雷艇3隻だけであった。

　この日本海海戦の勝利：よ，満州のロシア陸軍にlf11　Y〈な直接の打撃をあたえ

るものてはなかった。「しかし国論殊に民問では，この大勝利によって，か

え・，て講和論には耳を傾：ナず，一斉に恰爾賓に進撃せよ，浦塩を占領せよ，

　　　　　　　　　しエリ
と唱える有様であった。」だが，日本の戦力はすでに限界にたっしていたの

で、この好機をとらえて，講和の実現をはからなければならなかった。政府

は、かねての廟議にしたがい，米大統領にIl露講和の友誼的斡旋を依頼する

二とに決し，5月31日，高平小五郎公使に電訓した。かくてルーズベルトの

斡旋｝こより，8月10日から，アメリカの軍港ポーツマスにおいて，日露の講

和会議が開始された。1」本政府は，7　J］　29［｜の桂・タフト覚えll｝と8月12日

の第2川「1英同盟1務約により，アメリカおよびイギリスと東アジア分割の帝

国主義的協定をなしとげ，両国からN本の朝鮮支配を認められて，ポーツマ

スの講和会議にのぞんだ。

　二れよりさきの3月25目，政府ぱ，第21議会で成立した臨i時事件費支弁に

関する法律にもとづき，第4回5分利付国庫債券1億円を発行した。発行条
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件は，利率5分，発行fll‖｛690円，口還期限7力年，銀㍑r数料1，000分．T）5，

であった。奉天の大勝ののちにもかかわらず，利回りは実に8．25バー一ヒント

という高利であった。そのため，応募額は募集額の4．8陥，うち外日ノ、の中

込は8，262万円にたっした。つづいて5月1H、第5回国庫債券1［意illを募

集した。発行条件は前【“iと同じであった。応募額は今回が尋．っとも多く，

4．9倍にたっした。しかし，募債予定額にはなお足りなかったので，政府ぱ、

さらに外債を募集することにした。おりから，ロンドン市場におけるH本公

債の価格は，いちじるしく騰貴していた。

　政府は，2月611，【1本銀行副総栽高橋是：‘tl一を「帝国日本政府特派財務委

員」に任命した。高橋は，はじめ渋っていたが，井」二啓の骨折りで、従4位

に陸技され，貴族院議員に勅選されて有卦に入り，再度渡欧することになっ
ゆ

た。2月11H，紀元節の当llに，外債募集に関する命令、1［および政府の委任

状を交付され，17口，横浜を出発した。そして，3月24日，第1回4分半利

付英貨公債3，000万ポンド（2億9，2S9万口）の発行契約が内立し，　Pンドンと

ニューヨークで半額ずつ募集することになった。発行条件は前回よりも改善

され，利率は6分から4分半に低減され，償還期限は7力年から20力年に延

長されたが，なお煙草専売益金が］旦保に提供された。応募巾込は3月29ロカ・

ら受付開始されたが，ロンドンでは同日締切で募集額の約11倍，ニューヨー

クでは翌日締切で募集額の約7倍にたっした。その後も戦局の進展にと｛、な

い，巨額の軍費補給が必要となった。そこで，政府は，7刀8日，緊急勅令

をもって，さらに公債3億円を募集しうることとし，第2回4分半利付英貨

公債3，000万ポンドを，イギリス・アメリカ・ドイツの3国において、そ九

それ1，000万ポンドずつ発行する二とにした。発行条件は前回と同じであ一っ

た。ロンドン・ニューヨークは11口，ベルリンは12nから募集を開始したが，

応募成績は良好で，ロンドン・ベルリンでは約10倍、ニューヨークでは約4

倍半の中込があった。

　前後4回にわたる英貨公債8億円は，一部は軍需品の輸入代金にあてら
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れ，一部は国内におけるi｝曳費の支出に使川された。そして，後者に相当する

部分は．H木銀行の正貨準備を1曽加させ，見摸券の発行高を増加させた。こ

れが日露戦時から戦後にかけてのインフレーシコンの原因であり，それはま

た，その後数年ならずして襲来した恐慌の原因になった。そして，この反動

期において，日本は貿易の逆調・為｛ξ｝の危桟・正貨の不足を痛感し，その解

決を帝川主義的な方法にもとめるほかなきにいたった。　「即ち，ヨーPッパ

資本の帝国主義的性質は，日露戦争の当’1渚を通じ，新たに強力な権力を，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨ
自己の生存の条件たる世界のSJI“IL｝の内に創造したのである。」

注（1）小林雄吾編「立憲政友会史』第2巻，133ページ。

　　12）原杢一郎編『原敬日記』第2巴続，168ページ・

　　〔3）（4）　　『．、1ζ憲政友会史』第2巻続，136～8，139ヘージ。

　（5）（6）（7）（8）（9×10）（11）　「原敬R記」第2巻続，170～1ページc

　　（12）　『立憲政友会史』第2巻，1・10ページ以下。

　（13）谷寿夫『機密日培戦史』啄《，1：尻1966年，435ページ．

　　ω　徳富猪一一郎『公爵［｛三太郎伝』坤法，250ページ

　　（15）　『原敬日iJ；Li』第2巻もヒ，199～200ページc

　　（16）　（J7）　『立憲政友会史』第2巻，16・1～5，173～1べ一ジ．

　（18（19⑳　『1；〔敬日；1己」第2巻続，203～」ヘージ。

　　（21）¢2）e雛4）同上，205～7ヘージ。

　　⑳⑳　同一L，20S～9ヘージ。

　四　大蔵省編「明治37・81ド戦時財政始末；！［lf！口168ページc

　㈱　藤田武夫『H本資本主義と財政』305～9ヘージ、阿部勇『日本財政論　肛不｝t』

　　314～6ページ。

　eg）　『原敬n記」第2巻続，196ペー一ジ（明治37年11月7日）。

　　60）工藤武重『帝1［ll青文会史』第3篇，388ページつ

　　（：ID　陸軍省編『明i’t渾事史』下巻，ユ479ヘージL

　偉2）制　『公爵ぱ太郎伝」坤ど，246～Sペーシ、　『公爵山県有朋伝』　下巻，67・S～SO

　　　へ一ンo

　　倒㈱　　『機密1．1露戦史』314，659へ一ジし

　　（36）紛　同上，317，566べ＿ジ，傍丸原文c

　t38）CiPJ外務省編『日4ぺ外交午表並主要文，1i』．L巻，文，1．1：235ベージ。

　側　　『機密日嬬戦史』645～6ヘージ。
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（41）　　　｜‘1j　I：，　　63（」’‥＼一　ノc

｛4D　井上侯伝記編纂会狛｜6『世外井［：公伝』第5巻，75ペーン以下。

鯛　大内兵衛『［Uくllイ政而　公債篇」　（改造社版『経済学全集』第22巻）ICJ32ff．，

　107へ一シじ

7　桂園時代の底流

　政党とくに政友会が，天皇制支配機構の一環1：くみこまれてその政策立案

過程に参加するようになり，専制と政党との新しい関係が形成されるにとも

なって、議会と政党の組織・構成にも，重大な変化が生じていた。

　ます，議会の内部組織についてみると，衆議院が第21議会から党派別議席

制をとるようになったことが注L1される。本会議の議席順は従来抽選によっ

て決めていたが，それでは党派の活動に不便なので，政友会は憲政本党と交

渉して党派別制度をとることにし，第21議会の冒頭に衆議院規則改正案を提

出し，「議員ノ議席ハ毎会期ノ始二於テ議長之ヲ定ム，但シ必要ト認ムルト

キハ何時ニテモ之ヲ変更スルコトヲ得」（第15条）と改めた。その結果，議長

席正面中央の通路をJth／一にして，その左右に政友・憲政両党の議員を配置し，

その幹部にはとくに形勝の席をあたえ，小会派および無所属議員は両脇ある

い、土後方の一隅に配置されることになった。また，第21議会以後，議’jい発

、三の順序その他の‘1噸を協議するため，各派交渉会が設けられ，小会派は院

内活動において少なからぬ制限をうけることになった。さらに、政友・憲政

両党は，常任委員および特別委員を議長の指名から選挙に改めて，予算委員

をはじめ主要な委員を独占した。このような内部運営の改革は，戦時財政計

画にかんする対政府交渉から，小会派が締め出されたこととあいまって，多

数党l！1：慣の非難をたかめた。しかし，それは，衆議院の政党政治化傾向の必

然的な結果てあった。

　日清戦争後に品〕’る資本主義の急速な発展にともなって，衆議院の政党政

治1ピf・－Lすすむと同1｝与・に，その階級的性格にもいちじるしい変化が生じつつあ
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った。そのことは，議員の職業構成をいうす第8表によっても明らかであ

る。もっとも，蔵員の職業別統計は，1人で数個の職業を4、つ議nが多いの

で，不正確をまぬがれないし，また，職業構成はただちに階級構成をしめす

ものでもない。表中の地主的；（絶社担ξ的）う膓力とブ・レジョア的勢力の分類

は，おおざっぱなものである。たとえば，工業・会社員・銀汀員，とくに銀

行nのなかには、ゾルジョア的勢力というよりも絶対主義的勢力というべき

政商的資本家が，明治20年代には少なくikかった。また，鉱IU業は，初期に

は大部分が官営鉱山の払一ド（づSをうけた特権的資本i〈rc“あった／、うが，のちに

はブルジョア的勢力に属する者がかなりいたし，無職のなかには，政党役員

が数多く含まれていた。

　以上σ）ような制約を前提としたうえでの結論であるが，明治20年代の衆議

院は，概して地主的勢力が圧倒的であった。地主的勢力の大部分をしめる土

地所有者（農林業）は，口清戦争がはじまったばかりの明治27年9月の第4

回総選挙を頂点として漸減しはじめ，改正選挙法が実施された35年8月の第

7回総選挙でブルジョア的勢力が急増したが，なおその過半：お享門灼職業家

（弁護士・著述業・新聞雑誌記者・医師・教員）であった。以後，ゾルジョア的勢

力が増加して地主的勢力に均衡ないしは若干優位し，日露戦争後1ノ）41年5月

の第10回総選挙で完全に地主的勢力を凌駕した。しかし，ブルジョア的勢力

のなかで，商工業者（］：元き　・rt’E業　・　会IL二員　・　銀「了』］）が可門的lll安業家と同数にな

ったのは，ようやく45年5月の第11回総選挙」）ことであったし，凌駕するに

いたったのは，大正年間においてであった。

　このように，衆議院では地主的勢力とブルジョア的勢力との交｛効二進1了し

ていたが，同様の傾向は，政党の階級的性格についても指摘できる。第9表

は，明治37年3∫］の第20回臨［｝寺議会における各党派の職業構成をしめすもの

であるが，これからメ，，各党派ともに，その階級灼基盤を斗地所イ了者から商

工業者に移しつつあったことがわかる。なお，第8表との計数の差は典拠の

遼いによるものである。また，酒造業は土地所有者に入れ，鉱業は商工業者
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に入れている。

　第9表によって，政友会と憲政本党の職業構｝戎を対比すると，おおよそ，

つぎのような特徴を摘出することができる。土地所有者が党内にしめる比重

は，両党のあいだでほとんど差違はない。しかし、政友会では，商工業老の比

屯が他のいずれの党派よりも高く，憲政本党では，官吏と専門的耳1表業家の比

市が高く，⊥地所有者と商工業者の合計を1：川っている。両党の階級的性格

には本質的な遼いはないが，しいていえば、政友会は，経済的に支配する階

級の現実的利益との結びつきが強く，「地主と大資家のまったく露骨な階級
　　　　　くの
組織である」という点において，よりオクチャブリスト的であり，憲政本党

は，「ブルジコア社会の特定のある階級とむすびついてはいないが，その構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
成、その性格，その理想において完全にブルジョア的」であるという点にお

いて，よりカテット的である。また，政友会に農工銀行と農会の役員が多い

（関連利益数；こおいて，それぞれ11と1・1）ことは，地方的利益との結びつきと地

方基盤の強さをしめすものであり，憲政本党に官吏と弁護」二が多いことは，

その弱さをしめすものである。経済的に支配する階級の現実的利益および地

方的利益との結びつきが弱かったことが，憲政本党の党勢哀退と政権からの

離隔の原因であった。憲政本党が政権の座に近づくためには，党組織の根本

的な改革（その到jg2，・ii，が，大正2年2月の立憲i・・」志会の結成てある）が必要であっ

た。

補注ニ

　レーニンは，オクチャブリストとカデソトを，ともに君主主義的・自由主義的ブ

ルジョアジーの政党と規定しながら，それぞれ，つぎのように特徴づけている。

　「カデットは，典型的なブルジョア・インテリゲンツィアてあり，一部は白由主

義的地主でさえある。……彼らの理想は，秩序ある，文明化された，議会的形態で

のブルジョア的搾取を永久にすることてある、役らの政治的な強さは，どの資本主

義トヒ会でも必然的であるが，しかし，もちろん，この社会の秩序を実際に変更する

うえに多少とも屯大な影響をあたえる能力は絶対にない多数のブルジコア・インテ
　　　　　　　　　　　くの
1」ゲンツィアの結合休にti）る。」1この党の社会的支柱は，一一方ては，多数の……都

市住民であり，他方では，自山主義者ぶる官｛jXを仲介として，専制との取引に心を
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ひかれ，人民と人民のあらゆる生まれながらの抑圧者とが，『おとなしく』旅力を

わけあうことに，心をひかれている自由主義的地主である、この党の非常に広範

な，雑然たる，内部に矛盾した，この階級的支柱は，カデットの綱領と戦術に，驚

　　　　　　　　　　　　　ゆ
くほどあざやか；二．反映している。1

　二典型的なオクチャブリストはブルジョア・インテリゲンツィアてはなく，大ブ

ルジョアである、彼らは，ブルジ11ア社会のイデオローグではなくて，その直接の

主人公である．資木主義的搾取にもっとも直接に利益を感じている彼らは，あらゆ

る理而を軽蔑し，インテリゲンツィアを小ばかにし，カデットに固有な，『民主主

義』にたいする要求をすべて放棄している。それは，ブルジョア実業家であ瓢彼

らもまた，カデットとおなじように，君主制との取引をのぞんでいるが，しかしこ

の取引とは，あれやこれやの政治制度，議会制度のことではなくて，鈍lfil　t（．頭の

鈍い，アジア的に買収のきくロシアの官吏を支配的ブルジョアジーに直接従属三せ

るために，一部σ）人物あるいは火物と官廷党と協定することであると理解してい

る．オクチャブリストと∵，実務1灼生活のなかで自分らのブルジコア的理諭を適用

しているカデ・，，トである、カラ”ソトとは，労働者，農民の略奪をしないとき；Z：，k

理想的なブルジョア社会を夢みるオクチャブリストである。オクチャブリストは，

議会的折衝と民主主義をもてあそぶ政治的偽善をもうすこしまなぶことであろう、

カデットは，ブルジョアの実務的な商売のやり力をもうすこしまなぶことであろう
　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　そして彼らは，融合するてあろう。」

　政党の階級構成のブルジョア化に照応して，その幹部組級がようやく整備

されてきた。政友会についてみると，議決機関・執行機関・；ハ・1硫機関の．・1分

制が，口露戦争中に確立の緒についたことが注日される。

　　　　　　　　　　　　　り　創立時のr立憲政友会々則」は，まず最初に会の組織の基本形態にふれ，

東京府下に本部を，各地方に支部をおくこと，地力の事情により支部に代わ

って倶楽部をおきうることを己めているo

　本部役員として，総裁のほかに，総務委員若干名，幹事長1名，幹］諾干

名をおき，人数も人選も総裁が決定する。総裁の選出方法・地位・権限にか

んする一般的規定はなく，各種役員・会議の規定と関連して総裁の任命・開

催・監督権が規定されているだけである。総務委員は総裁をたすけて「本会

の要務を処理」し，幹事長・幹事は「庶務会計」を担当する。また，総裁は

会務の必要に応じ臨時委員を設けることができる。さらに，総裁は毎年1回
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大会を東京に召集し，必要と認めるときは臨時大会を召集する。大会は帝国

議会議員と支部から選出された委員（1支部2名）をもって構成され，委員は

支部総会において選挙される（支部規則準則第4条）。総裁はまた，議会開会中

その他必要の場合に議員総会を召集する。また，「本会の費用は会員の負担

とす」と規定されていた。「会則」は，総裁・総務委員・大会・議員総会の

党意思形成過程における役割には，まったくふれていない。これらは，総裁

専制の趣旨にでるものであり，組織運営上の慣行にまかされていたと解すべ

きであろう。

　政友会は成立直後，総裁の伊藤博文が内閣を組織することになったので，

会の組織を整備する仕事はおくれた。成立後の機構整備としては，第15議会

召集前の明治33年12月19日，議会開会中とくに臨時協議員をおくことにし，

総裁がこれを指名した。そして翌日，議会内各派交渉会への参加，政府との

交渉のため，総裁指名の院内総務と，院内総務指名の院内幹事をおいた。そ

の後，伊藤内閣が総辞職したのちの34年6月5日，総務委員の数がふえたの

で，総務委員中に常務員5名をおくことにした。つづいて9月15日，伊藤総

裁の外遊にさいして，「総裁不在中会務処理に関する規橿］を設け，松田正

久を総務委員長とし，臨時協議員を総務委員の諮問機関として常設化した。

　以上の本部役員のうち，総務委員・幹事・協議員は，これまでの政党にも

あった役職であるが，幹事長がおかれたのは政友会が最初であった。伊藤が

幹事長の制度を設けたのは，党の資金工作を担当させるためであっぷ彼は，

33年12月19日，井上馨の推薦により大阪毎日新聞編集総理の原敬を総務委員

兼幹事長に起用したが，その3日後には，原が星亨逓相辞職のあとをうけて

入閣したため，幹事長の制度は自然消滅となった。こうして，執行機関であ

ると同時に議決機関でもある総務委員（そのなかに常務員がおかれてからは，と

くに常務員）が，総裁専制のもとで党幹部組織の中枢をしめるようになった。

　また，政友会は，政党としてはじめて，議決機関・執行機関とは別に調査

機関を設けた。すなわち，33年12月20日，議員総会において「政務調査部規、
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定」を設け，所属議員の院内における調査分担を定めた。同時に，「所属議

員より議案提出の場合の規定」を設け，法律案・建議案その他すべての議案

を提出する場合，院内総務の同意が必要であるとしたが，この規定はその後

も踏襲され，院内総務の権限が強化された。ついで34年6月5日，「政務調
　　　　くの
査局規則」を設け，本部内に行政・財政・経済・外交・教育の5調査局をお

いた。各調査局に委員長1名，理事2名，委員若干名をおき，委員長および

委員は総裁が指名嘱託した。また，「各調査局の成案は総務委員会に提出す

べし」（第6条）と規定された。

　その後，34年12月の第16議会では，院内各部に部長・主事をおき，部長は

各部の互選，主事は院内総務の指名とした。ついで35年12月の第17議会で

は，議員を各省別の政務調査部に配し，その正副部長および理事（各2名）を

総裁が指名した。また，院内における調査部属のほかに，本部に臨時政務調

査会を設置し，部長には末松謙澄が指名された。以後，議会開会直前と閉会

直後とに，政務調査会役員の交替が総裁指名でなされるのが慣例となった。

しかし，以上の本部ならびに院内調査機関は，いずれも常設的な機関ではな

く，議会の開会中，議会で審議される重要問題について調査・研究する機関

であり，総務委員会の下に位置していた。

　明治36年，党内にいわゆる「革新運動」がおこり，政友会の幹部組織は大

幅に改正された。革新運動は，伊藤の総裁専制にたいする不満からおこった

ものであるが，運動目標としては，役員公選をはじめ党制改革の要求をかか

げていた。伊藤は，36年5月1日，総務委員の案1こもとついて，「臨機の規

定」を設け，総務委員は当分これを欠員とし，あらたに総裁指名の協議員30

名をおいて「重要の事項を審議」させ，そのなかから5名以内の常務員を総

裁が指名して「要務を処理」させることにした。院内総務・院内幹事は従前

どおりであった。この改革は，一方で，「革新問題は当時全党の輿論」と認

めながらも，「徒らに誇大なる形容詞を膿列して党の内情を暴露」した者を

排除するとともに，他方で，総裁専制のたてまえを変更しないこととしてお
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こなわれたものであった。

　ついで36年7月14日，伊藤が総裁を辞任し，その推薦によって西園寺公望

が後継総裁となったが，同年12月3日の定期大会において，「協議員会規制」

が制定され，本部役員組織が改革された。すなわち，協議員30名をおいて

「重要の事項を協議」させ，協議員長および協議員中10名は総裁指名，20名は

衆議院議員から選挙することになった。選挙方法は，所属各団体において，

その議員数に応じて按分比例された協議員（九州4名，東海・近畿・中国各3

名，関東・東北・北信各2名，四国1名）を互選することになった。また，常務

員を廃し，「会則」にもとづき総務委員をおくことになり，松田と原が指名
　　　　
された。この改革は，協議員に代議士互選制を採用した点で画期的であっ

た。松田と原は院内総務にも指名され，政友会の実権を掌握するにいたっ

た。また，調査部属は従来議会ごとに設置していたが，明文の規定がなかっ

たので，あらたに「調査部属規定」を設け，各部の部長・副部長・理事はと

もに総裁の指名とした。さらに，議員外の会員の意思表明の機関として，大

会前の12月1日，立憲政友会院外団が正式に組織された。これは，伊藤が
　　　　　　　　　　　　　　　　ゆカ
「無産にして為す所なき無頼の連中」として院外団・壮士勢力の排除を明ら

かにしていたのにくらべると，大きな変化であった。

　こうした経過をへて日露開戦を迎えたのであるが，日露戦争中は，政友会

と桂内閣が接近するのに応じて，党機構にも重要な変化が生じた。すなわ

ち，第20議会閉会後の37年3月31日，松田と原が総務委員を辞任し，原が協

議員長に指名され，松田が九州地方から協議員に選出されて以来，協議員会

の地位が高まり，議決機関としての実質をそなえるようになった。また，4

月18日，生産調査会（委員長大岡育造）が設置され，官民懇話会開催後は，さ

らに，対韓問題調査会・京釜鉄道問題など，各種の調査会が設置された。こ

れらの調査会は，議会閉会中に設置され，戦中・戦後の内治外交全般，とく

に帝国主義的対外政策の調査研究にあたった点で，画期的な意義をもつもの

であった。第21議会の召集期に近づき，臨時政務調査会が設置されると，生
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産調査会をはじめ各種の調査会は，調査結果を臨時政務調査会に引き継ぎ，

その任務をおわった。

　ついで第21議会閉会後の38年3月1日，西園寺総裁は，協議員会の意見を

いれて，当分のあいだ総務委員をおかず，幹事制をとることにし，幹事長に

は菊亭修季，幹事には栗原亮一・・改野耕三・村野常右衛門・加藤平四郎を指

名した。この組織改革は，総務委員中に対立が生じて統制が困難になったこ

と，とくに，総務委員会を牛耳る「大岡育造の行為に対し党内不平の声起り，

彼が政府の頭使に甘んじ党の態度全く御用党たるが如くなりて政府と対等の

　ママ
位地に在らず，或は同人の管理する中央新聞などに多少の補助を政府より受

け居るかの疑問も生じた」ことに，原因するものであった。

　その後の重要な組織改革としては，4月8日，協議員会の決議により，次期

議会開会にいたるまで，諸般の政務を調査するため，政務調査会を設置する

ことになり，委員長には原が指名された。調査会設置の直接の動機は，「近

来議員等勝手に種々の計画をなす由なるに付，本部に此会を設けて其議論を

集中する」ためであった。しかし，常設的な，しかも政策全般にわたる調査

機関がはじめて設置された点で，また，政党が専制の政策立案過程に参画し，

絶対主義機構をその内部から改革するための主体的条件が形成された点で，

政務調査会の設置はきわめて重要な意義をもっていた。政務調査会は，翌9

日，初総会を開き，調査部門を甲乙両部にわかち，おのおのその分担を決定

　ふ
した。甲部の調査項目は，「韓国財政に関する調査」「土地及鉄道に関する調

査」「漁業及航海権に関する調査」の3項からなっていたが，それは日露戦

争後の日本帝国主義の中心課題でもあった。乙部の調査項目は，10項からな

り，当面の具体的な諸施策が並記されていたが，そのうちの貿易にかんする

施策は，同年1月16日に設置された輸出奨励調査会（委員長大岡育造）の調査

報告を引き継いだものであった。その後，政務調査会は，しばしば協議員会

と連合会を開催し，その結果をもって，ひんぽんに政府閣僚および各省官

僚・憲政本党・財界首脳者と交渉・協議をおこなった。それは，政党が絶対
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主云の統治機構の一環にはいっていくと同時に，その枠内でブルジョア的政

策を推逮していく新方式の現われであった。

　かくて政友会の本部編：波として，議決機関（協議』」会）・固行機関（幹ll桧）・

調査Kほr政務，、：］査会）の：分制が，ようやく確立の緒につき，協議員長と政

務調査会委員長を兼ねる原敬が，松川正久を出し抜いて，政友会の実権を握

るようになった。

　Lのように，ブルジョア的政策を推進し，専制を制限・改1Y三するための主

イ｛こ山条件が，政党の内部ばかりでなく，議会においても成熟しつつあったの

であるから，3刀1口，政友会の議n総会の席一［1で，西園寺総裁が，「抑々

専制的或は官吏1白の政治が今1コ文明世界に於て恐るべきイ∫害なることである

と云ふことは，敵国の状況に於て明かに立証せられて居ることX考へます。

今日に於て如何なる頑固派と錐も之に反対するの辞はなからうと考へます。

果して然らば一朝平和克服の暁にぱ愈々益々口民的憲法的の政治を鼓吹し，

之二1．　’1軌道を確立し此精神を発揮して，内ik国木を田くし，外ば列国の同情を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の惹‘、・て、以て我邦の盛大を期せねばたらぬと：1ジへる」と演説したのは，メ，は

やたんなる空文句ではなかったc

　川治30年代の後半から，帝国憲法のもとにおける政治的実1蔑とくにll，，Yt会運

営／’）　11’　Hルが固定化して，政治的痴践の・レールを・v）ぐる政府と政党の争いの

時期がようやくおわり，したがってまた，　「完務問題」すなわち1］常的利害

をめぐる争点が，政党のおもな閃心となるという状況が現われていた。もと

もと，伊藤の総裁独裁制は，かかる状況をつくりだすための政党組織の一原

理だったのである。総裁独栽制にたいする批判が現われたの：ヒ，逆にまた、

かかる状況の成立と照応している。なぜなら，それは，党内において多様な

日常的利害が争点となっていることを意味するからである。だからこそ，西

園寺は，「我邦の前途に於て尚ほ挙国一致を以て善後の策を講じて戦捷の収

獲をせねばならぬ事であると考へますc所謂挙国一致なる言㍑じ以て此戦時中

のみに必要なる語の如くに考へて居る人が往々ありはせぬかと思ひますが，
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私は此の四大文与は平和克復の後に於て殊に大切なる字であると考へます」

と強調しなければならなかったのてある。かくて口露戦争終結後には，帝国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にり
主義的大陸政策の実施とともに，「歴史の立憲君主主義的転換」が事実とな

って現われなげればならなかった。

注，1　レー＝ン「カ」，＼，ト，トルドヴ，tキおよび労働者党」『全集』第10巻，45・1ヘー

　　　　ン　

　　2（4）し一ニン「カデソトの勝利と労1ξ1／｝党の任務」「全集』第10巻，198ベーシ。

　t3’［15．ンーニン「．ロシアの政党を分類する試み」『全集』第11巻，223～1ページ，

　，161，il7’小林雄吾編「x’r：憲政友会史』第1巻，31～2．105ページ。

　　（8）戸川猪佐武『政1「1資金』内田老鶴川，1961年，91～5ページ。

　（9）（10）‘（11、（12）　『立；』1政友会史』第1巻，ICO～1，112～3，175～6，221ベージ。

　　　［13）　「ag　」二，　220x．・一ジ「

　　f14！‘｛15）（16）　同上，第2巻，30～3，39・一．i1へ一ジ。

　［17）明治33〈卜S月25日，立憲政友会川立委n会における伊藤博文の演説（同」二，第

　　　1巻，17ヘーシ）tt

　　18｝原杢一一1’tl：編『原敬日記』万52巻続，22tペーシ（明治3S年2月20日）。

　CJgJ同上，234ヘーシ（明治38年4月7「D．

　⑳　『立憲政友会史』臼！2巻，230～1ヘージ。

　　ω　同上，216tv20ヘーシ⊂

　・22倒　同上，222～3ページ、そのころ，ロシァの革命は，　1月221．1の「血の日曜

　　日」の‘ii：件をきっかけに，嵐のように発展しはじめていた．

　酬　ンーニン「ボイ；rソトに反刀する」『だ集』第13巻，20ページ、

8　情意投合の序曲

　明治38年4月16rl，原は，桂首相の求めに応じて私邸を訪問した。原の日
り

記によると，この口の密談の内容はつぎのようであった。

　佳が時局収拾にかんし意見を聞きたいと話を切り出したので，原は，「余

一己の考としては此上戦争を継続するもイLiJの利益もなし，寧ろ収め得べくば

此際時局を収むるに若く：こなし」と答えた。しかし，「是れは中立国の調停

到底効なかるべしと思ひたるよりの立案なり，去りながら政友会の立場とし
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ては別に一考を要す，如fl・Jなる条件にて戦争休止するも国民多数は満足せ＋、

其際政府と聯立するか何かの関係あるにあらざれば政友会1よ国民の声に雷同

するの外なし，併し国家としては如此‘hi体を生ずるは不利なり1と述べたの

にたいし，桂は，　「今日の情態は丁度貴見の通りなり，……故に自分一身は

犠牲に供する覚悟なり．自分の退くは戦後経営の案にて退きたし．其際には

西園寺を奏薦したき決心なり，又戦後経営案にて退くに就ても内々相談の仁

にて何等かの反対条項を定め，其反対に囚りて退きたし，退きたるヒにても

自身はもはや軍務は他人に譲りて可なるに付十分西園寺を助くべし，［1分は

右の考なるに因りL’t族院にU↓拠を固むる如きことをなさざるなり1と、情意

投合による円満な政権授受をのぞんだ。原ぱ，前年12月8Hの密約もあった

ので，試みに，「史らに1Lりて聯合内閣は出来ぬか」といったところ、佳は，

「夫れは到底行はれず又不得策なり、一旦は退き西園寺を⊥リ」くる方は宜L．

但し西園寺が政党内閣を作る二とは切に其不可を認む，矢張り其以外をも集

むる方宜し，止ピll：は既に曽II刊1，山本等にも内々話し合置きたり．’］さらに、

「井k，伊藤には此意思を内1；舌せり，山県には未だ内話せざれども其時に至

らば異論なかるべし，若し異論ある4、自分は之を論ずべし、又ll倣院のノ、々

其時に彼此云はんも知れされども，彼等独力にては内閣は出来（∴」故，是れも

心配する程ぴ）ことなし」と語った。そして，　阯’ヒ内話は無孟｝余と佳両人間に

止むる二と」とした。

　最後に，原が，1戦後経営案にて史迭するとするも1じ前に品和条「｝・に反対

せざるを得ざる様にては妙なら　ヂ、進歩党は必らず反対すべL，政友会の㍑

場は更に杉を要す」といったところ，桂は、「然り成程妙ならざるぺL，　’tぐ

反対なげれば戦後経営に至る前に円滑に護渡することも出来得る様なり　こ

いった。政友会が講和条約に反対しなければ，早期政権譲渡L　i1　j一能だという

のである。そこで，原は」一此等のことに関してば篤と勘ぢを望む1と念を｝s

した。彼は，r桂今夕の内話は其決心を内示したるものにて誠意なるがftliL　1

との感触をえて，早期政権授受に期待をかけたのである。
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　6月9日，アメリカ公使は，正式にルーズベルト大統領の講和勧告書を日

露両国政府に手交し，日本は10日，ロシアは12日，承諾を回答した。このと

きから，講和条件をどうするかが，世論の焦点となった。

　政友会は，6月28日，在京議員総会を開いて，「今や講和問題の起るに際

し交戦の目的と内外の事態とに鑑み弦に講和条件を列挙するの必要を認めず

と難も，宣戦の聖詔に基き帝国の権利々益を将来に保全し並に東洋永遠の

平和を保障せんが為に必要なる土地の譲与と軍費の賠償とを得韓国及満州に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くカ
於ける諸問題を確実に解決せんことを要す」との決議を可決した。松田と原

は桂首相を訪問して決議書を手交し，その趣旨を敷祈したが，桂首相はすこ

ぶる満足の様子であった。同じ日，憲政本党は，つぎのような宣言書を決議

した。「今若し平和を克服せんと欲せば，必ず先づ本戦役の為め，帝国が蒙

りたる損害を露国に賠償せしめ，之と共に東亜の平和を保障し帝国の危害を

防禦するに足るべき土地を割譲せしめ，且つ我に危険なる地点に於て，軍事

的設備を為すを禁ぜざる可からず。韓国は既に帝国保護の下に在り。而して

満州に於ける我実力は列国の認識する所なれば，露国をして満韓に於ける特

権を拗棄せしめ，其の経営処置に容隊せしめざるを当然とす。清国が自衛の

力なきは常に憂を隣邦に及ぼすものなれば，此際宜しく露国をして清国の境

域を危くすべき設備を為すを禁じ，以て国際の紛乱を未然に防がざる可から
くの

ず。」憲政本党の宣言書は過大な要求を羅列していたが，政友会の決議は概

括的であり，将来，政府支持に転換する余地を十分に残したものであった。

　政府は，6月30日の閣議であらためて講和条件を決定し，7月5日，裁可

をえて，翌6日，小村全権に訓令としてこれを付与した。その訓令事項は，

絶対的必要条件・比較的必要条件・付加条件の3種からなっていた。第1の

絶対的必要条件は，韓国の自由処分・一定期限内におけるロシア軍隊の満州

撤退・遼東半島租借権およびハルビンー旅順間鉄道の譲渡，第2の比較的必

要条件は，軍費の賠償・中立港に逃げこんだロシア艦艇の引渡し・樺太の割

譲・沿海州漁業権の獲得であった。戦略的危機を考慮した控えめな条件であ
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り，軍費賠償の要求には金額を掲げてなかった。

　8月にはいり，ポーツマス講和会議がはじまると、柱と原のあいだの政権

授受の談合も具体化してきた。8月1411，原ぱ，午前10時から午後1時過ぎ
　　　　　　　　　　　　　　　　くり
まで，官邸において佳首相と会見した。桂が「後継内閣を西園寺に譲るの意

思毫も変更なし」というので，彼の辞職の時機にかんして協議し，「結局彼我

共に勘考する事」となった。しかし，桂は，最初「戦後経営lll］題に関して内

相談の上に或る件の反対をなし因て辞職する」との意思を屑〔に告げたのて，

原は，「反対によつて更迭するは妙ならず，故に㍑和談判辛］i了したる後之を

辞するか又は通常会を終りて後ち辞するかの二途あるのみなり，尤も川：和は

多少の不利を忍びても今回結了するを口家の為めf！；・策となすが故に大概の処

にて折合ふべし，又政友会は如何なる条約成立するも率先して賛成の意を表

明すべし（たとえば西園寺の談話・こ）烈）」と断言したところ，ほはそ・り厚意

を謝し，　「何れの時機にても辞職する’jl二を妨けごず，西国寺の都合次㌶∫なり」

といった。また，原が，　「進歩党とは聯立はなさず諸え『と倶に提携すべL．1

と明言すると，桂は，「政党内閣と称する’jl二の不可，聯立内閣の不可，黒幕

ある代去者の類にて組絨する’ll：の不可等」の注意をあたえ，「元老並貴族院

に対しては十分周旋の労を取るべし，……伊藤には既に1有話して賛成を得た

り，山県には未だ内談せざるも之れは自分引受けて異存なからしむべし・1と

約束した。そして，「本日の内話は西1・；11’i寺丈けに話し仙には厳に秘密を守る

事」にした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
　ついで原は西園寺と協議して，22日，ふたたび桂に面会した。原は，西園

寺の意向として，「後継内閣を承諸1一べし，但佳に於て十分しり援助あらん事

を望む，更迭の時機に関しては……此通常会［1コ或は種々の故障に遭遇して、

桂氏の意思にもあらず吾々の意思にもあらざる結果を生ぜんも！〔「1るべからざ

れば，寧ろ通常会前の方彼我に好都合ならん，今nより通常会，kでは．．汐月

もある事なれば大概戦後の処置方針1，相立つ事ならん」との趣旨を述べたと

ころ，川は，　「大れにて余も安心せり，然らば時機は通常二〉に最も迫りた・：，
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ときは宜しからん」と同意した。それから｛圭は，「西園寺に後継内閣を試る

に付今日より準備をなすの必要あり」として，つぎのように話した。

　「伊侯ぱ自ら内閣に立つの意思なし，井ピ，松方は西侯を内閉に立るに於

て異議なし，山県には未だ直接談話せざれども是れ：よ自分に於て受合ふべし，

山県の参謀は平田東助；こ付同人には次の内閉は西侯の外に之なき恒を告げ，

彼も同感にて山県に説き置きたる筈と思ふに付＾決して異議なし，万一之あら

ば山県にr｜ら立てと云つて迫らば到底余の．ぢに従ふの外なし，故に是れは自

分受合ふべし，……海軍は山本1；eむれバ同人をして誰か後任を選ばしむうと

きは必らず適当の人あり，陸軍は今の寺内にて陸軍部内折合ふなら（ご寺内に

て可ならん，貴族院より誰か入るX方可ならん，曽我祐準0）類可ならんか，

但し西1勾よ決して今の元老等の代表者たるカこ如き者を内閣に入れざる．1’；’と政

党内閣を標傍せざる事とは得策ならん．自分は元老の間並貴族院側ノ：1㍉二は十

分の尽力をなすべし，結果は内閣更るも国家の大方針は変更せざる様に致た

しと思ふに付政権の授受を円満に致たし。」

　さらに、佳が憲政本党との関係を聞いたので，原は，　「到底政進聯合の内

閣は不可なり，進歩党とは今日まで提携せしも何等前途を約束した乙ものな

し，故に西園寺単独にて内閣を川織するもll芝は別に苦情を云ふべき筋にあら

ず」と答えた。また，桂が講和問題についてずいぶん打ち明けた話をしたの

で，原も過1」（7月25rDプ（石正巳から　．聯k内閤を組絨する’li：を両克より

政府に中込み政府之に応ずれば善し，応ぜざれば彼より一致を破るものなる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
により両党提携反対するの口実を生ずべし」との相談をうけたことを内密に

告げ，「故に此際君の意思を聞て我態度を定むる必要ありしなり」といっに。

憲政本党の講和1二たいする強硬態度を，桂からの政権禅譲に利川したのであ

る。

　8　JS　26　iI，卿よ，前川の続きとして、：llと首川官邸で会見し，西川与が伊

藤に面談した結果を話した。西園寺によると，「伊藤の意思にては山県と伊

藤との相談を先以て取極め，然る後佳との協議に及びたきものふ如く，要す
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

るに佳の主動者たる姿を好まざる．様．r・であったが、桂は一応伊藤をたてな

がら三、着々とiJLi園寺への政権譲渡のnel［ilしをしていた。また，このとき．

桂∴、講看日川題にかんして、　「Hド右大統の好意1より駐露大使をし’：去二十

一 日露帝に謁見せしめて’ド和克川］に関し譲歩を勧告し，叉i川人統領、独帝に

も勧話する所あり、た概’ド和条約成、itlに至るべしと思はる，但已むを得ざれ

は償タを捨て、樺太を取りたる丈にても嫡i和する考なり」と打ち明1ナ、　「此

日・ドの；1・情はll巨園芋にも話しくれよ」と原に依頼した。原は、「之を諾し，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり国ピの前途ii：．　［51・1いド和克服の川’なるを談合」した。

　そ，・’・）二ろ，ポーツマス講和会議：よ、いよいよ最後のやま場にかかっていた。

　講川会議はll本の条件を基礎にしtこ商議がつづ：ナられ．日本のi絶対的必

要条件1は，旅順一ハルビン川鉄道の譲1度が旅1順一長春川となっfこのをのぞ

いて．ほとんど貫徹されたが．軍費支払と樺太工1」譲の2川題＝交渉は難舟ltし

たrロシアはみずからを敗戦国とみとめず，皇帝は，1寸の地も、1ノレーブ

ノレの金1も、譲歩するべからずとの厳命をウイッテに発したので，日本の妥協

案㌧一蹴され，会議は26日には決裂寸ly∫になった。小村全権から最後の11］1訓

を一こ撒られた政府は、28［i、閣議と御前会議を開いて，たとえ償金・割地の

要求を放棄してミ．，このさい講和を成、Zさせることが絶対の急務だとの結論

にたっし、その旨を小村に電訓した。かくて29［」の最終会議において、ロシ

ア．二結太の北緑50度以1『∫を日本に譲渡し、日本は償金を要求しないというこ

とて、妥協が成、ン：した。これで弔：要問題はすべて解決し，9Jj　5　H、小村と

ウイ，テi．1、品和条約に調印した。条約調印後，小村はチプスにかかったの

て、膓’ト務省政務局長111座円次郎を：よじめ随員をさきに帰川させ，川に、　「国

民の・ドドは激烈，’丈らん。断Fとして実行せらるる様にしたい，、戒厳令を布い
〔「pl

て1．，’：⊃つて貰いたい1と伝∴させた。

　講「U談判カミ結」’して条約の内容が明らかになると，小付が．了想したよう

に、反li・」’運動がひろがりはじめた。品和問題同；志連合会は，8月3111，「我

βこ権妥1［．］・り議定せる講和条件は戦］シ巨の効果を没却し，君国のノ〈　’ll：を誤りたる
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ものと認む。吾人は現内閣及び全権委員をして罪を上下に謝せしめ，且つ該

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロゆ
条約をして不成立に終らしめんことを期す」と決議した。講和問題同志連合

会は，旧対露同志会の頭山満・河野広中らが中心となり，桜田倶楽部・青年

国民党・南佐荘・黒竜会・江湖倶楽部・同志記者倶楽部を相連合して，6月

19日に組織され，すでに8月17日，大会を東京明治座に開催し，対露講和条

件譲歩反対・交渉拒絶などを決議し，決議文を桂首相に提出していた。9月

1日，憲政本党の大石正巳・犬養毅が原・松田に政府攻撃の提携を申し込ん

だのも，そのような状勢があったからである。

　原の日記によると，「大石等は此際政府の失計を責むる決議をなさssるを

得ざる同党の形勢なる旨を物語り，政友会と歩調を一にせん事を望むも，余

輩は之を明日開らく協議員会に諮りたる上にあらざれぽ何とも云ひがたき旨

を告げたり。又大石等は例の内閣割込説を出したるも，余は是は慎重に考へ

ざるべからず，此説局外の第三者より出つる時は頗る妙なれども，吾々より

云ひ出す事は如何あらんかと云ひ，是れにも確答を与へざりしなり，是れ皆

な昨日松田と協議にて斯くせしものにて，要するに今後は到底進歩党と提携

する事能はず又提携する事の我党に取りて甚だ不利益なるを以て深入りする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
事を避けたるなり，此情況は松田より西園寺に内話したり。」原と松田がこ

のような態度をとったのは，すでに桂とのあいだに政権授受の密約ができて

いたからである。

　翌2日，講和問題同志連合会は，激文を発して国民の公憤を喚起すること

につとめ，9月5日午後1時を期し，日比谷公園において，国民大会を開催

することをよびかけた。かくて世論は沸騰し，政友会院外団有志・在京議員

会議は日露講和条件に反対して政府問責を決議し，憲政本党政務調査会は屈

辱講和条件反対を決議した。しかし，西園寺政友会総裁は，この日の協議員

会において，講和条約の成立に賛成して，つぎのように演説した。

　「今回の講和会議は米国大統領の勧告に従ひ人道の為に日露対等の地位に

立ちて和議を協定せんとするものにして，戦敗者が戦勝者に屈伏して和を乞
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ふものと大に趣を異にす。……蓋し我邦の立脚地よりして露国を見れば連戦

連捷，其陸軍は奉天以北に掃嬢せられ，其海軍は全滅に帰し，宜しく地に伏し

て和を乞ふべしと云ふが如きも，列国は必ずしも露国が既に斯の如き窮態に

陥れりとは認め居らざるなり。而して同時に列国が平和克復を希望して止ま

ざるは疑ふべからざる事実なりとす。……列国の此希望を度外視して或条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ
の貫徹せられざるが為に談判破裂を顧みざるが如きは最も考量を要するもの

と信ず。」「世間尚ほ戦争継続を説く者なきに非ざるも，露国の横暴を懲し，

満韓の天地を廓清するの目的は既に達し得て我威武は大に揚りて復た遺憾な

きにあらずや。是れ正に武を個せ和を講じ平和的発展の大事業に当るべきの

時にあらずや。之に反し今後尚ほ戦争を継続するも其の得る所果して幾何ぞ

や。其損多くして得少き之を知るに難しとせず。然らば利害上より見るも今

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日の講和は其時を得りと謂ふべきなり。」

　協議員会は，審議の末，講和条約にたいする措置は臨時議会にさいし議員

総会において決定することとし，「西園寺総裁演説の趣旨に基づき国家前途

の経営を積極的に攻究するを以て必要なりと認む」と決議した。西園寺がこ

のように演説したのは，8月14日，原が桂に「政友会は如何なる条約成立す

るも率先して賛成の意を表明すべし」と語ったことの履行であった。

　民衆の不満は急速に高まり，攻撃の焦点は政府にむけられた。桂首相は，

9月2日，山県にあてて，「壮士政客等の挙動に付ては，左迄心配仕候事も

．無之候へ共，……講和談判同志会なる，対露同志会員と，進歩党関係の新聞

記者連，之れに渡辺国武一派の連中，入雑候団体より，種々雑多の手段方法

を以て，下層の人民の人心を動揺せしめ候故，政事と社会と混同いたし，目

下の処，車夫馬丁の輩より，償金か取れぬと云ふより，小商人等の中間に迄，

何となく其事柄の是非を弁せす，騒々敷有様にて，此辺は余り．不宜情況に

付，此際は．可成此問題をして，政事問題にのみ引込候手段緊要と存候而，

　　　　　　　　ちゆ
夫々手段を尽し申候」と書き送った。桂は，講和問題が下層・中間の人民の

詮議の対象となり，社会問題に発展するのを恐れていたのである。そして，
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「壮士政客」と「下層の人民」を引き離し，しだいに「鎮静の情勢」にむか

わせようとしたが，ききめはなかった。

　9月5日，ポーツマスで講和条約が調印された当日，東京の日比谷公園で

は，警視庁の禁止命令を押し切って，日露講和反対国民大会が開かれた。大

会そのものは講和条約破棄を決議してかんたんに終ったが，警官の暴行に激

昂した群衆は，閉会後，桂内閣の御用新聞である国民新聞社を襲撃し，内相

官邸を焼打ちした。騒擾は6日夜までつづき，その間，全市15の警察署のう

ち13が焼かれ，派出所の焼打ち141，破壌28にたっし，民衆の死者17名，負

傷者800名，検束者2000名におよんだ。兇徒繍聚罪で起訴された者308名，う

ち有罪は87名であった。この騒擾事件は，職人・職工・人足・車夫など「下

層の人民」が参加者の大半をしめていたが，帝都暴動の可能性をしめす重要

な事件であった。9月6日の新聞『日本』は，「民心は火の如し」という見

出しで，「戦捷の帝都を化して第二の露都となす大失態を演出せしむ。ああ

これ果して誰の罪ぞ。民心は火の如し，ひとたび之を激すれば炎焔天を焦

す，禁止の一挙威圧の反動遂にこの大紛乱を見る，悲哉」と報じた。

　6日夜，政府は，東京市と荏原・豊多摩・北豊島・南足立・南葛飾の府下

5郡｝こ戒厳令を布告し，新聞・雑誌取締りに関する緊急勅令を公布，即日施

行した。この日，政友会は，協議員と政務調査委員の連合会をひらき，「現

今の如く民心憤激東京全市をして無警察の状態に陥らしめたるは政府の処置

当を失したるに因る，此際政府は深く自ら反省するを要す」と決議し，松田

が桂首相に面会して反省をうながした。憲政本党も委員を挙げて謝罪を政府

に勧告し，9日の評議員会において，講和条件と騒擾事件にかんし，政府問

責の決議をおこなった。また，衆議院議員有志100余名は，7日，院内で会

合して，騒擾事件にたいする政府の処置について協議し，臨時議会の召集，

講和条約の内容公示，戒厳令・新聞紙取締令の撤廃を政府に要求した。

　政府は当初，講和条約の内容を秘密にし，後日，条約の批准をまってこれ

を公示する考えであったが，都下騒擾・民心激昂の状況を考慮して，9月8
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日，桂首相は官邸に貴衆両院議員および新聞記者を招いて，講和会議の経過

ならびに条約内容を委曲説明した。ついで10日，桂首相ら閣員は都下騒擾の

責を負い待命書を奉呈したが，天皇に慰留された。そして同日，警視総監安

立綱之を免官処分にし，16日，芳川内相を更迭して清浦農相の兼任とした。

この措置について，桂は14日，つぎのような書簡を伊藤に送り，その了解を

もとめた。「此度の事変たる直接警察の実行の上より発生仕候事故，漸く事

変鎮定の情を見，先以警視総監の進退を奏請仕，既に免官相成候。然処一般

の形勢を見るに，到底監督者たる内務大臣の進退を見ざれば，鎮静に赴き候

事無覚束，左りとて先日一応辞表差出，引継き裁可無之旨御沙汰有之候に付

ては，如何致候て可然哉，苦慮罷在候処，爾来倍々世論騒ケ敷，到底此際に

於て断然の処置に出でざれば，自然切迫し来候上は尚更不面白，又内閣員

中にも議論湧出仕候形勢も難計，芳以円満示談を遂げ辞表呈出候事に相成申
ロゆ

候。」桂は，内相の引責処分により，講和問題を「政治問題」に引き込もう

としたのである。

　平民社の機関紙『直言』は，騒擾の原因について，「是れ講和の為に非る

也，講和条件の為に非る也，『戦争の為め』の故を以て抑へ来れる国民怨恨の
　　　　　　　ゆカ
爆発なるのみ」と書いたが，それは変革の意識にまで高められうるものでは

なかった。政府にむかって爆発した民衆の不満怨恨は，焼打ちに発散され，

まもなく鎮静した。安心した桂は，18日，山県にたいして，「元来不良之奴

等，此機に乗し良民を誘導して，事妥に至らしめる義に候へは，熱度の冷却

と同時に，日一日と人心も元に復し来候間，此間政府は充分冷静に誠意を以

て，初一念を遂行仕候はX，目的を達する事難事に．有之間敷，否是非貫か

ずはならぬ事と相考居申候」と書き送った。桂が恐れた「下層の人民」の動

揺は，社会問題として体制変革にまで発展することなくおわった。

　桂内閣が騒擾の早期鎮静を予測していたことは，この間に，はやくも戦後

経営に着手していることからも推測される。すなわち，政府は，第1回・第

2回6分利付英貨公債2，200万ポンド，および内国債第4回・第5回6分利
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付国庫債券2億円を整理するため，フランスをも加えて，無抵当4分利付長

期公債を価額90ポンド以上で3億円ないし4億円募集する計画を立て，引き

続きロンドン滞留中の高橋是t（　Iliにそσ）旨を電報した。高橋がこの政府の電報

を受け取ったのは9月8nであった。当時は帝都騒擾以来，公債募集には不

都合なことばかりであったが，高橋は英仏を往復して奔走し，ついにPンド

ン・パリの両ロスチャイルド家をメ。発行銀行団に参加させることに成功し、

11月24日，第21i｜14分利付英貨公債2，500万ポンド（2億4，400万円）の発行に

かんする仮契約が成、Zした。かくて政府は英・米・独・佛に日論見書を配布
（ゆ

し，28nに応募巾込みを受理することになった。

　ところで，原敬は、9月4日，東北地方の鉱山視察の名日で東京を離れて

いたが，15日に帰京、1711に西園寺に面会し，「目下に於て党の方針を発表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロウ
せざる’il：は先頃協議員会の決定通りとなす‘拘に内議した。帰途，伊藤を訪

問して，内閣引受けにかんし意見を交換した。伊藤が前途の困難を説き，内

閻引受けに消極的だったのにたいし，原は積極的な見通しを述べて，これを

いちいち反論しているのが，きわめて対照的である。

　「源が〕政界に於ける今i」の情況は進歩党，政友会と藩閥とにて，政進Ilill

党は各其独力を以てしては内閣を維持する‘揃Eはず，藩閥とても今後は他の

二勢力を度外に措きて政’ll：をなすLlilを得べきものにあらず，而して此二分子

中・二分〔子〕合せば天下の’1湛だ為し易し，故に政友会と現’「］局者派と提携

政権を執るは国家前M＿，？に大なる貢献をなす11：を得べしと説きたれば、伊藤は

同感を表せり，但し伊藤は進歩党の一1を引人るX方然るべしとの意思を抱

き居たるに因り，進歩党の一角を崩すのリミとしては或は可ならんも、夫れに

ても来りて別に一異分子を生ずるは不可なり，……必ず紛擾分裂せんと駁し

たり，……其他海陸の後任者に関し困難をぼ色くに因り，大れは現当局者を留

任せしむべし，若し留任せずとならば1：li当の後任者を彼等より推挙せしむれ

ばr1∫なりと，又伊藤は海陸恩賞訟］査の困難を説くに付，夫れは日清役の例｝こ

よりて委員を設けしむる時は差支なし，財政に関しては局面一変せば増税を
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継続する事も公債を起す事も不可なるにあらず……今「1の経済界は応募の出

来ぬにはあらざるも此人気を一変せしむるにあらざれば到底不利の募債の外

出来ずと説き、彼れ悉く同意せり，……要するに伊藤はゴ艮初は種々の考もあ

りし様なるが後には大に解けて大体は余の説に同意せり，但し伊藤は飽まで

も内旧を西園寺に言褒らしむる事に関し種々困難・なる事情ある事を云ひたれど

　　　　　　　　　　　　　　　　りも，左らばとて別に妙案も｝’kかりしなり○」

　元老はも：よや政局の：ヒ導者ではなくなってL・た○原は、この日の「｜記の末

尾に、「此会見にて伊藤〔の〕意梢々動きたるものと見え，後に西国寺に対

し，原は多少の経論あり，去りながら自分は彼の物事を軽杉↓するを戒しめん
「・う

が為めに極めて六かしく云ひ置きたりと云へりと聞く」と書いている。伊藤

の負：iL情しみに，原はかえって隣欄の情をいだいたのであろう。彼は元老に

花をもたせるため，伊藤の指南を仰いでいるにすぎなかった。18rl，原は大石

と会談した。　「彼は伊藤を総理とし政進両党は藩閥と｝1節合して内閣を組織せ

んとの意思を述ぶるに因り，伊藤に其意思なし，仮りに之ありとするも事実

に行はれず，又右・り如き想像を実にせんとて徒らに当局者に反対するは予想

の結果を生ぜずして却て他人の為めに糞骨折るの結果とならん，桂倒れて児

］三出るが如さは政党；二取りて何の利益もなしとて彼の空想を駁したれば，彼

は始めて政界の真相を悟りたるにや，然らば兎に角両党にて政権を取る事能

はざれば君の力の一手にても取りたまへ，提携して往けば可なりと明1．港り，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マで　　　ロ
又彼れは政進両党の合併を云ふに付目下其時機ならざる事を誠示せり。」　原

は，「彼の議論は粗漏にして而して政界の真相を解せず，故に毎度法螺に終

　　　　　　　　　　ロ
る，彼の為めに惜しむべし」と大石を評し，翌1911の日記に，「東京騒動已

来進歩党等空騒ぎをなすに付問責など強がり言命流行せり，問責必らずしも不
因

可なるにあらざるも空騒ごは’li二実に益なし」と記している。

　しかし，「空騒ぎ」は憲政本党だけではなかった。政友会でも，桂との密

約を知らぬ党幹部ぺ⊃代議士は，政府の責任を追及することを要求していた。

原は，9月22日，ふたたび鉱山視察の名日で東京を離れた。党内の「空騒
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ぎ」をそらすためであった。講和問題σ’ため地方から上京してきた代議士

は，21口，衆議院談話室において懇話会をひらき，協議の末，政府の責任を

問うべLとの意見にほぼ一致し，なお総裁に地方の状況を具中し，すみやか

に大会をひらく必要のあることを陳情するため，杉川定一ら5名の委員が，

翌22「L改野耕二卓1ミ事とともに西園寺総裁を大磯にたずねた。西園寺は，大

会の間期にかんしては「El分に於て考ふる所あるにより一任せられたし」と

いうのて、委員はこれを領承した。翌23日，ふたたび右志代議士会をひらい

て陳情の報告を聞き，なおひろく地方在f主代議士の上京を各［li体からうなが

すことを申し合わせた。かくて10刀8日，政友会本部て在京代議士協議会を

ひらき，出席者70余名は「外交の失政に対し政府の責任を問ふ事」を満場一

致で決諾し，長谷場純孝と杉田定一が委員となって西園寺に報告した。西園

寺は，「此覚書は代議士会の決議文と認むべきものなるや」と念をおし，「一

同の申合なり」との返答を委員からえて，「参考として聞き置く」旨答えた。

それは，10月411に帰京した原との打合せどおりの筋書てあった。原は一li京

代議士の鎮撫に種々つとめたが，「結局彼等帰郷して選挙民に対する口実を

与ふるしソトなきが如し」であった。

　このよつな状況のなかで，原は政権授受の時期と方法について桂を打診し

つづけたc10月611，原は首相官邸で桂と会見した。　「佳は先頃余に約せし

通着々進行し居たり，……尚ほ更迭の時機に関しては，臨時議会は招集する

と称すン：ら力際は招集せず，十二月末に通常議会を招集し置き共開会1）1∫に辞

職すべし、け隊引一ヒげの準01ii，恩賞の件，並に軍事費の始末，海陸軍の臨時

費等に付n一ド司1」｜1中にて此計画成る時は即ち辞職の期を定むる時なりと云へ

り，余∵臨時議会は勿論，通常議会にて政府を援けんとして如何に焦慮する

も到底共算用立｝L二ず，故に通常議会前の更迭は已むを得ざるなりと云ひたれ

ば，柱も至極同感なりとて其事情は了解し1，！i’たり，……何れ相当の時機には

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しり
西園寺に直接面会する事然るべしと告げ彼も同意したり。」原は，g日の協

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にり
議員会て，r桂に質問したるに臨時議会は之を招集するも期日未定なり」と
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報告した。これで政友会の「空騒ぎ！　1よ一i段落し，ヒ京代議上の多くも帰県

の途についた。

　10月26日，原と松田は，憲政本党の大石・犬養とともに社1’”1’相に面会した。

大石・犬養のかねてからの要望によるものであった。席一ヒ，佳は、i朝鮮は

二週間を出ずして保護国と断定する1弓：なり，清国との交渉は之より始むべ

し，　三十日も経なば結J’せんと云へり、又進歩党より臨時議会を開く‘ii：を勧

告せしに目下清韓に対しても未∫なれば何れ其結∫を待つて開くべしと云ひ

たれども，暗に通常会と同時機となるべきを示せり，又外債の‘1i：を尋ねたる

に是れは法律に許されたる借換なれども未だ交渉進行せずと云ひ，要するに

　　　　　　　ぐゆ
多くは不得要領」であった。原は，「或は桂の決心より好い加減に返答し置

　　　　　　　　　　じゆく’ll：に過ぎざりしならん」と推測した。

　11月7H、原は，日の求めにより官邸において会見した。原の記す○二こ

ろによると，「最初の中佳の談話は少しく要領を得ざりしが、察するに彼．之色

々の方面より政友会にて其方針を執れば第ニートニ議会は無ll：’己らんとの説を

聞き，先頃の決意を疏したるにあらざるも少しく方向に迷ひ居たる力刊iい依

て余よりは議会を無’1｝：に経過すべき算川Cl”．たず危険を犯すよりは寧ろ議会前

に円滑に政権の授受をなすに若かず，御同様に其方針に進む方得㍑なり二N

を切りたれば，彼も同感を表し，……自分は何川1・にても差支なし、只ち三り

時日切迫に付’lkl　l何かと案じたる訳なりと云ふに付，余は切迫には川違バ1・rれ

ども西園寺をして決心せしむる方に尽力すべしと云ひ日も同息を表L］こ・），

此談則の生じたるは、前々よりの会見にて議会川会前と略々決〃じはした｝しど

も時機は尚ほ協議すべしと云ふ’川こなり居たるにより生じたる訳なiLど：），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
にり

桂は多少外川の説に迷はされ一時の無’h：を望みたるやにも見工たり。1原ば，

桂が川：度居す2っりの気をおこすまえに，はやく膳、itlてをおわり，西園芋・佳

の会見にまで筋川：を運ばなければならなかった。

　｛：lll†相は，天皇に随行して伊勢に参拝し，11JJ19日，帰京した。こ“）　H，

松田IE久が，「昨夕西困寺と内談の末なりとて，佳への返’拍よ四五川乃至一’
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週間延引する方然らん，否らざれば伴食大臣等政党に手を入るふ様の事あり
　　　　ぐゆ
て妙ならず」といってきたが，原は，「夫れは不可なり，……桂より自分の

方は宜しけれども西園寺の準備如何との問に対して我より其返事を延ばし居

るぱ，万一事破れたるときは非は彼にあらずして我に在るが如くなりて，已

むを得ず議会に臨み甚だしき不利を醸すならん，故に我より迫らず彼れより

求めしむるが如き政略は此際不得策なり」と論破した。西国寺や松田よりも

原のほうが読みが深く，政略家であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くぼ
　そして，27U，原は，首相官邸で桂と会見し、「西園寺の意思なりとして，

上陛下の御信任あり元老に異議なければ何時にても佳内閣の後を継ぐべし，

其授受の如きは議会開会前を以て好時機とする」と返答した。この返答振り

につき西園寺と内議したとき，西園寺は，r清1田鼎題，陸海軍問題等に関し

多少の条件を附し，現内閣が共始末をつけたる一Lにて引受くる」考えてあっ

たが，原は，あくまでも議会開会前に引き受ける方針で，「一切条件らしき

事なきを可とす」と反対し，結局，西園寺もこれに同意した。西園寺は、原

の台本どおりに動くだけであった。桂は，原の返答を聞き，「然らば小村

〔対清談判」の復命を待つて直に辞意を発表すべし」と約束した○また．「山

県には伊勢に供奉にて出張前二時間も内話し5王・混なし」ということ二ち・，

た。そして，29日，戒厳令と新聞雑誌取締令は廃JI二された。

　政権授受の膳立ては，佳と原のあいだて隠微のうちにすすめらELたっしか

るのち，その筋書を元老に伝え，了解をうるため，何食わぬ顔で元老に川談

をもちかけ，その指導を仰ぐ素振をとったが，内心ては，元老を見くびり，

邪魔者扱いにしていた。とくに桂は，元老の前では昆局錆していたが，原には，

「伊侯は白ら内閣に立つの意思なし、……山県に自ら立てと云つて迫らば到

　　　　　　　　　　　ゆ
底余の考に従ふの外なし」と威張ってみせた。また汀伊藤は山県と内談せざ

るを得ずと云ふに付夫れは其通ならん、其内談に自分加りても宜し、但日分

には其必要なる関係はなけれども伊藤と山県とは必要ならんと答へ置きた
ゆ

り」と，元老軽視の言をはいていた。
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　伊藤が政友会総裁であるあいだ，桂は伊藤の援助を必要とし，伊藤の了解

をう乙には，山県の後援が不可欠であった。ところが，政友会が西園寺その

じつ原に相続されると，櫓よ原と直接交渉をはじめた。そうなれぽ，山県の

後援も不可欠ではなくなる。山県は，伊藤を枢密院に葬ることによって，み

ずからをも葬ることになったのである。それに，伊藤・山県は，みずから

桂・西園寺・原の後見人・指南役をもって任じていたが，実際には，逆に彼

らによって操縦されざるをえない立場になっていた。そして，自分たちの勢

力後退の兆候を察して煩悶した。

　伊藤は，桂からまず自分に政権交替の相談があるものと考えていた。「要

　　　　　　　　　　　　　　　するに桂の主動者たる姿を好まざる」様子であった。また，桂が後継内閣は

西園寺のほかなしと述べたところ，伊藤は，「何れ西囚寺は余に相談したる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　後ならでは君に返答はなさ£るべきも西園寺は随分困難するならん」と答え

たという。元老凋落の趨勢にあせりを感じていたのであろう。翌n，西園寺

が伊藤をたずねると，伊藤は，「山県は随分意地悪き男なれば佳の意思は憧
〔al

かに誠意なりと思ふも共場合に臨んヤで川の思ふ様にもならざる事あらん」

と．あれこれ好意的忠告をしたが，西国寺と原は，伊蕨に川談することなく，

すでにその前］’］，後継内閣を引き受けると川に返答していた。

　山県も，まずrl分に相談があるものと考えていた。｛il「iが後継内閣は西園寺

以外にないと説いたところ，山県は，「夫れは無効の’㍍ごらざるか，陛下に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　りゆ
奏上したりとて聞き置くとあれば丈迄γよらん」と冷淡に答え，露骨に不快の

情をあらわした。自分をさしおいて政権該渡の談合をlsこごっていると知っ

て、神経をさかなでされる思いがし一k　」）であろう。「其，口味明瞭ならざるも，

結局桂等の考のみにて往くべきにあらず元老の考次第なりとの意味を示した

るにてもあらんかと思はる，衷するに西園寺1ノヨ閣に対し異論をll昌ふれば唱ふ
（：Ln

るらのは山県のみなり」と，原は日記にばいている。

　佳と原は，伊藤・山県のこのような反応を引かれ者の小うたと受け流し，

いくらか快感もいだいたようである。しかし，元老を度外視すると，円滑な
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政権交替は望めなくなるので，伊藤・山県のきげんをそこねないよう，相談

の手順・形式に気をつかい，いささか敬遠気味であった。元老のごきげん取

りにうんざりしていたのである。

　伊藤は，西国寺内閣それ自休には異存はなかったが，自分が軽視され敬遠

されていると知ると，いつまでも政局の主動者でありたいと煩悶し，だだを

こねた。11月18rl，原はi酉園寺に面会し，京都駅で伊藤と立談した様子を聞

いた。それによると，「伊藤は酒に酔ひ居たる上に入歯を抜き居りて談話甚

だ聞取がたかりしも，要するに伊藤の帰る迄は内閣引受に応ずべからず，又

桂より受取らざるも内閣は白滅するならんなどと云ふにありたるが如し，之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い
に対し西園寺は桂より受取る方は将来の為め利益なりと云ひ置きたり」とい

う。また，27　H，原が桂から聞いた話では，「伊藤は白分の帰朝までは辞表

を出さX“る事を堅く云ふに付，夫れは決して帰朝前に投出す様の事なしと云

ひ置きたるが，伊藤は陛下にも，帰朝までは桂申上げても御採川なき様にと
〔4唖

中上げ置きたりと云ふ事」であった。これまで権勢をほしいままにしてきた

伊藤にとって，彼の留守中に政権交昌ミがおこなわれることは，ひどくその自

負心を傷つけられることだったのであろう。翌rl，原は，佳と会見の次第を

西園寺に報告し，「はの口振にてiよ伊藤は異議なきも例の通何かグヅグヅ云

　　　　ペ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒづ

ふらしきにより桂も注意したるが，伊藤には断然たる決意を示すの外なし」

といったところ，西園寺もこれに同意した。

　伊藤は，もともと，性格も淡泊てあり，西園寺内閣に異論7ンこあるわけでも

なく、後進政治家に厄介者扱いされていることにきげんを損じ，動揺してい

るにすざなかったから，じゅうぶん礼を尽し，彼をたててその自尊心をくす

ぐっておけば，さげんをとりなおし，「グヅグヅ云ふ」こともなかった。12

JJ　51L西園寺が伊藤のlu『国からの帰朝を大磯に出迎えたところ，伊藤はす

こぶる上きげんで、翌朝，さっそく西園寺を訪問した。7rlの原の川記によ

ると・「西園寺より控への〔政燦引受itの〕返答を内話せしに伊藤同感を表し，

且つ今後に於て授受に妨げとなるべき談話はなかりしと西園寺は云へり，乍
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去桂より提議せし場合に於て実際如何あらんかは計るべからず，尤も伊藤は

元老に異議なければとの言に対しては，今後は陛下の御信任あればと云ふの

みにて可ならんなど云ひ，頗る同情を寄・せたりと云ふ’狂なれども，対山県の

　　　　　　　　　　　　　　　グリ
暗流は何時発せんも知るべからず。」そして，15日，こんどは原がごきげん

伺いに参一ヒし，伊藤から「進んで韓国統ll5三となり彼地に往く’1臼を聞いたの

で，原が「保護国統治の憲法は侯によりて定まるならん」ともちあげると，

伊藤は，「今回彼地の事〔日韓協約〕成功せしに因り乗り気になり居たれば之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くめ
を止むるも止らざるべく」，というほどの上きげんであった。

　しかし，山県は，陰湿な性格のうえに，伊藤との対抗心が強く，政党内閣

にも反対であったから，伊藤のように一筋縄ではいかなかった。11月12日，

原が藤川伝三郎から聞いた話では，京都で山県に面会したところ，［桂首川

が内閣を西園寺に譲る’ll：に関し伊藤には疾より内話し居ながらド1分に1二話さ

ず，平川東助などによりて内意を伝ふるなど甚だ宜しからずとて頗る不決の

念を抱き，万’y：に就き桂に反対しノKッ当りの有様なりしが，佳最初は之を悟

らず後に之を探知し、山県が伊勢に供奉にて出発前篤と内談せし山にて，今

　　　　　　　　　　　　　　パは山県大に解けもはや何事もなし」ということであった。これは「桂ノ）談話

並に曽て山県，桂の問甚だ不良なりしと聞きたるに符合せり，但し西園寺i二

対しては山県何等の隔意なし，只だ政友会総裁たる「ll：は彼の好まざる所なる

も，今回佳は政友会総裁に譲るにあらずして西園］自突に議るの趣旨なるによ
（姻

り山県異論なし」と，原は記している。しかし，政友会総∫1駕に譲るというも，

西園寺に譲るというも，結局は同じことであり，ILI県説得のプ∫便にすぎなか

った。

　山県は、政党内閣に反対であったが，みずから、tli．・，て政権を担当する日fl了

もなかったので，最後まで横車を押しとおすことはできなかった。のちに，

山県は，徳富猪一郎に，　「西園寺を首相に推薦するや，単に筆胃の百望とし

て，之を推薦したるものにして，必ずしも政党の首領として之を推薦したる

にあらず。且つ共の条件としては，一切前内閣の遺策を踏襲することを以て
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　　　バト

した．、と語っている。徳富は山県に；ハ、1仔をあわせているが，原ならば，これ

を．　IL｜県みずからを慰めるための弁明と解し、かえって憐欄の情をいだいた

であろう⊂桂と西園寺の政権授受には，なんら条件は付されていなかったの

で、西園寺内閣がIlil内閣の政策を踏襲7］’るかどうかは，結局，その後の客観

的条件と西園寺・原の判断にかかっていたのである。

　控［↑相は，諸元老を説得したのち，満韓問題の解決をまって辞職すること

に決し，その時期がくるのをまっていた。第2次「」韓協約（韓国保護条約）は

す一こに］1月17「1にIV，【，］印され，　FI清条約も12月18日には談判結了の見込みとな

った。12月17日，原は佳の私邸によばれた。この日，原は，かねてから悩み

の種であった（不義の事実発覚），貞子夫人との協議離婚の手続きをおえて，

せい≧いしていた。会見の席で、桂は，「今夕又は明口北京に於ける談判結

J’の電報あるべき筈なれぼ，……西園寺侯と公然会見して内閣授受に関する

協議をなし其承諾拍！｝てE奏するに至りたし」と提言し，原は，　「十九口桂

より日園寺をtli　ii！jすべき旨電話にて申送りなば西園寺より都合上首相官邸を

　　　　　　　　　　　　　　ゆり
訪ふ‘klとなすべし」と約束した。また，「桂は西園寺が各元老を訪ふて其意

思を燵かむべき事，陥内陸相は山県の手を経て留任せしむる’拝，夫にても諾

せざれば日下軍隊引仁げ結了せざれば陛下の御一声を願ふの外なきlll：，山本

海相には直接面談して後任者を定むる事，貴族院を無視せざる事（此事に就

ては佳：よ其向々にも1匪に：楓示し置けりと云へり），政友会内閣なりと標傍せ

ざる〔｝酢の注意をなしたり，尚将来互に親密を保ち国家に貢献すべき事を談
　　　　にヰ
合したり。」原は，佳と会見後，夜ふけであったが，西園寺をたずねて桂の

談活を伝え，なお，閣貝の選択，議会役員の人選，対元老の件などにつき協

議した。

　12月19日，西園寺は，予定どおり桂首相を官邸に訪れた。会見の模様は，

西園寺が「政府議会の川に円満を計るが為めに其理想を実行するには1’1分其

任に当るの決心を起せりと答へ，桂も至極同感を表し極めて打解けたる談話

　　　　　　ヒゆ
なりし」という。この会見後，西園寺は，伊藤・山県を訪問するつもりであ
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ったが，まず伊藤を訪問したところ，伊藤は「元老を歴訪するよりは元老会

議を開らく事然るべし」と注意した。翌朝，西園寺が桂をたずねて伊藤の意

見を伝え，桂も，それならばというので，21nに元老会議を開くことにした

が，官邸退出後，西園寺が松田・原と閣僚選考について協議していると，桂

から，「伊藤は矢張り山県訪問する方可なりと云ふに付訪問して意見を尋ね

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
らるs事となされたし」という書状を送ってきた。20nに伊藤が参内したと

ころ，「陛下より伊藤より各元老に西園寺に内閣を組fl友せしめ之を助るi］1：を

諮れとの勅．淀なりしも，九れは桂より西園寺に直接の談話をなし居れば，元
c’・a

老に対しても西園寺より直接に諮る方然らんと奉答して御免を歓りたり」と

いう。おそらく，天皇の勅淀により元老会議を開いたとあれば，西園寺内閣

の中心課題である戦後経営の遂徐こ，責任を分担させられることになるのを

警戒したのであろう。かくて元老会議は開かれないことになった。

　20n夜，西園寺は比の中し越しにより官邸を再訪した。そして，　「桂より

明日辞職の事並に川園寸｝後8‖1内閣紐織の事を奏一ヒせしに，陛下は何つれも御

異議あらせられざるも小村外相清国より帰朝せず，其留守中に内閣更〕±は宜

しからざるに付’品朝まで待つべしとの御意なり，但し西園寺は新内閣の紐織

に着手しても宜しとの仰なりと云ふに付，不得已吏迭は一月六Hまて馳廷則す
　　　　　　　ぐり
る事となれり」と聞いた。西園寺は，翌朝，山県を㍑山荘に訪問したが，西

園寺によれば，山県は「無倫異議なく且つ十分の助力をなすべき旨りL；’し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いカ
尚ほ寺内の留任を受合ひ又平田の入閣にも賛成せり」という。また，、伊藤

ぺ

の云ふ所によれば西園寺にX｝し山県は頗る之を称賛し居たりと云ふ。」つい

で，西園寺は井一L・松方を訪問し1たが，ともに異論はなかった。西園寺・は

が元老のきげん取りに腐心している様子が口にみえるようである。かくて内

閣の更迭は平穏裡におこなわれることになった。

　仕首相は，21n，臨時閤議を聞いて西困寺との交渉結果を｛1艮告し，内閣総

辞職を正式に決定，のち参内して辞表奉呈，西園寺を後継首｛llに推薦しk。

この日，統監府および理事庁官制：う1公布され，伊藤が初代統監1・こ任命され，
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山県が伊藤の後任として枢密院議長に任命された。翌22日，北京で，満州に

関する口清条約ならびに付属協定（日清満州善後協約）が調印された。第22議

会は，25Hに召集され，2811に開院式を挙行したまま，休会にはいってい

た。以後、議会は12月末に召集され，開院式をあげただけで，翌年1月下旬

まで休会にはいるのが慣例となった。

　こえてりJ治39年1月1日，小村寿大郎が1・、i掴して1・1清交渉の経過を復命し，

6H，日清条約が批准され，同時に，　n露講和会議録が公表された。かくて

桂内閣の百要問題：よすべて解決したっ西園寺は，6U午後，参内して内閣組

織の大命をうけ，7U午前．　iid務大臣の親任式がおこなわれ，西園寺内閣が

成立した。閣員は，外川加藤正石りJ，内相原敬，蔵川阪谷芳郎，海相斎藤実、

法相松田正久，農相松岡万鯖ぐ、逓相山県伊二郎，陸相は寺内正毅の留任、文

相は牧野伸顕帰｝口（3月27［りまで西園寺兼任であった。

注（1）原苫一郎編『原※日ll己』第2巻続．235～7ページ。

　②　小林雄吾編『立已政友会史』第2巻，242ページ。

　　C3）大；P：淳一郎「ノこ口右憲政史』第6巻，147ペーン〔

　　　（4）｛i，）　　　「　，［SG　（　；i〈r「｜ゴ己』　㌫∫2巳差売，　261～2，　Z63～6〆・；一ンu

　　　（6）　　lii］　11，　260／一く一シ　（！ジll台3Sflこ8戊」　1　11）o

　　C7）（8）　同一ヒ，269ヘージ。

　（9）谷寿夫『機密口露1機史』原．ll房，19661；こ，66Gペーン、

　　（10）　　『ノ4くil本憲政史』算膓6を，152ヘージ、

　　（11）　　『原敬1」；氾』∫イ∫：巻続，271ページ、

　　（12）（13）　　『、シ：遠1エ攻友会｝じ』第2を，　244～5，　2irシ＼一ジ。

　（1・D徳宙猪一郎「公酬1£太郎伝』坤芭，2［　6t－7ペー一ン。

　㈲　『、’・．憲政友会史』第2巻，24Sページ，

　α6）　《｝ミ畝公追ぷ会『伊ご芸博た伝』下巻，675～6へ一ジ。

　（17）　『lrm』llO32し膓，明治3＼に9月10rl（岸仁英ノミ郎編『明治托会運動思想』．｝二，

　　1「ぴ文凧1955厄2S6ペーシ）u

　C13）　『公爵桂太郎伝』坤巳297ヘージ。

　（19）井．i喉伝記編纂∫ミ編rl；｛二外1且：公伝、］第西，91～5ヘージe

　　｛20）〔LiD巴Zll　　P｝1〔㌘t　i　1［1己』　箒2さ翻i，　27・1～6・9一ジ。

　倒¢4）IilJ－［1，276N7へ一シc
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e5）同［1，277ヘージL

e）a）　　『・」弓占ヨ女：友会りこ』第2在，252～3へ一ジ。

G7）倒⑲　『原敬il‘；己』第2巷続，279，280～1，281ページり

（；S〔｝）1：：1戊　　｜11」上’　2Sレ＼一ジ

助　同上，2SG～7ペーシ。

r！・漉O　同上，289ベージ．

国　同上，290ページ，

〔36・副　同一h，264～5ヘーシ（明治3S年8Jj22日）。

（；n　l1　ij－L，267ヘーシ（同年8月26日）c

l：18）li　f］－1：，269ページ（ll1」年8月27日）、

・1〔∫1111］上，267ページ（同年8月23日）ぐ

（41）（4う　同上，281ページ（同年10月24n）c

鯛（i4）㈹　1・1」．11，288，290，291ヘーシ．伊藤は，韓国保護条約締結のため，特派大

　使として韓国派遺を命ぜら、｝t，11Jj5日出発．12月5il大磯に帰着，8H」：京参

　内のうえ復命した、

日L（n　　l司．Il，　292，　29－1／＼一ン．

噺49｝同上，293ページ。

〔50　徳富猪一郎『公爵山県有朋伝』下巻，725ベージD

．「・1’臼　『原敬ll記』第2巻続，296ページc

〔5ぷ5⑭　ILiJ．1：，29Sページ　（li1YI：．12JJ20日）。

ii，5）　1司．ll，300ヘージ　（1［1j年12刀24日）／t

（；6）「571　iiil．［’：，299ページ　（lu］年12月21日）。

．r：｝同上，301ベージ（同午12月24日）。

む す び

　目．・西園午の密約による政権授受は，伊藤・山県の勢力後退を物語ってい

た。憲政本党総理大隈酊畠ま，　「閣臣の任免は明かに大権の発動なるに，或

勢力実に之を宗乱するか如し。換言すれぼ元勲は内閣の製造家なり∠戸〉桂内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり
閣辞職せりと伝ふ恰も是れ雲霧弦に晴れたるの感なくんばあらず」と評し，

西園tt：内閻の成∪を歓迎した。しかし，伊藤・山県の影響がなくなったわけ

て二ない。西園寺・原は、閣員選考の過程において桂と協議し，元老の意向
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に気を使わねばならンKかった。明治39年1月4「1，仁！1は，興津別邸の井上に

あてた、｝Xiliのなかで，　「西園寺侯トハrkl々fil　i会，殆ンド新内閣組織之手伝人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆトモ．可申有様二而，随分年末年頭共多忙ヲ究メ中候」と書いている。原の

日記によると，組閣の方針および経過は，つぎのようであった。

　原は，38年8刀23rl，ぱ∫1⊃くも西園寺とr西園寺内閣の顔振に1・i’一応内談

し」，組閣の方針について，「此内閣は人材を求めんとするよりは内閣の一致

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じめ
輩固を望むを主とすべし」と意見一致していた。そして，12月19Uの桂・西

園寺の会見後，具体的な入閣交渉を開始した。原はまず加藤高明に面会して

入閣を要詰したが，「加藤は政界の現況を解せず進歩党一派の説を聞き現内

閣は辞職せざるものと妄信し居たる「ll：とて其意見甚だ妙ならず。要するに加

藤は大蔵を受持つ事と信じ居たるものと見え井上伯の意見を聞く事今日の為

体の如くなる事能はず，故に右様にて受けがたし，外務なれば宜し，……何

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のつれにしても内閣員の顔振次第にて御断りするかも知れず」という，そっけ

ない返答であった。加藤は，第17議会直前に伊隈提携を斡旋してから，政友

会と憲政本党のあいだをとりもち，原ともしばしば接触していた。原もそれ

を考庖しての入閣要請だったのであるが，結果は期待に反していた。よほど

腹にすえかねたのであろう、原はこのUのU記に，「彼れは案外幼稚なる思

想の人にて，世間が思ふ程の政ψh：家の資格を有する人にあらざれば，其云ふ

　　　　　　　　　　い所甚だ時勢に適せざりき1と，加藤を酷評している。その後、加藤は，「此

際其近に漏るi・・を恐れた」のか．西川寺に面会して「閣員の選択は一切西園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの寺の意思に任かす等1・∫つれも承諾」し，態度を緩和した。

　ところが，こんどは元老が加藤の入閣をしぶった。24日，原が井上・伊藤

を訪問したとき，「加藤高明の「9：に関し井上も伊藤も気遣ふと云ふに付，加

藤は王然今ll迄の態度を一変する積なり，既に態度を一変せば入閣せしむる

もU∫たらずやと云ひたるに、井ヒは夫れは妨げkし，rl英同盟も彼の主張に

起れりと云つて何等の隔意なく伊藤は十分の賛成にもあらざりしも之を妨げ

　　　　　　　　　けさるの意思を漏らせりe」こうして、加藤は外相に就任したが，やがて2カ
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月足らずのうちに内閣を去ることになり，5月19n，林董がかわって外相に

就任した。

　他の閣僚についても，西園寺・原は，いちいち元老に相談しなければなら

なかった。すなわち，西園寺が訪問したとき，「井一ヒは大蔵大臣として阪谷

〔大蔵次官〕必らずしも適任ならざるも従来の行掛りを知り居れば可ならん

　　　　　　む
と云ひたる由」であった。また，「松方は西国寺に賃成し殊に牧野1申顕〔大

久保利通の次男，駐1奥公使〕を入閣せしむべしと云ふに対しては松方大に喜び，

任地瑛国に発電するなれば松方も賛成の旨添られたしと云へりと，ス阪谷芳

郎が大蔵大臣たる事を伊藤より内話ありたりとて松方に相談に往けりと，而

して松方は阪谷を不可なりとせざれども彼iyk”恵もなき癖にえらがるなどと

　　　　　　　　の
冷評し居たり」と，西園寺は語っている。要するに、「新閤員中松岡康毅

〔貴族院勅選議員〕は’；iO）・fミ院の都合宜しからんとて佳の内話より起り，［U県伊

三郎〔f∫朋の甥，のち養子〕ぱ最初平田東助に交渉し同人辞するにより余ノ）注

意にて山県に決定せり，要するに山県元師との関係なり，斎藤完は山本海相

の推挙なり，牧野仲顕は薩人一名入るx必要に起る，阪谷は不十分なるも一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゆ
時可ならんと井一ヒ伯等の内話に基きたるなり」と，原はn記に，Llいている。

　首相の西園寺は政友会総凡であったが，閻僚中，政友会員は原・松田の二

人にすぎず，その他は，当時大隈系に属していた加藤をのぞいて，主として

山県派の官僚がしめていた。したがって，間僚の構成から見るかぎり、西園

寺内閣は，「形式に於ては政党内閣たるが如き観ありしと雄も，其の実は政

友会と確派牒の聯立内蹴りe’」という形糊・た・てい・…fj…

西閲寺内閣は，たんなる隈板＝憲政党内閣の再版，あるいは三たfP藤＝政友

会内閣の再版ではなかった。

　n露戦争中に，政党が天皇制絶対主義の統治機構を内部から変革するため

の主体的条件が成熟し，原敬に率いられた政友会は，il比谷騒擾丁狂件という

客観的条件を利用しながら，　「政府議会の問に円満を計るが1．！f，め一1という切

り札を使って，桂から政権をゆすり取ったっ伊藤・山県のL渦は依然とし二
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重要であった。彼らの同意をえなくては，政権交替も組閣も困難であった。

しかし，元老は桂・西園寺・原の慎重な策動を阻止することができないばか

りか，かえって彼らに操縦されざるをえない立場になり，つんぽ桟敷に置か

れる始末になった。「1露戦争後数年の佳匡司時代は，この戦争中の密約からは

じまったのである。かかる意味において，｛『ヒと西園寺・原との談合により政

権交替がおこなわれたのは，西郷隆盛と勝海舟との会見によって江戸城が

「無血開城」されたのにも等しかった。

　政友会を率いて絶対主義の城郭にのりこんだ原敬は，専制と正面から対決

することを避けて，これと妥協・取引しながら漸進的に絶対主義機構の改革

をすすめ，徐々に権力を蚕食して，最後には政党政治の統制下に］与制官¢モを

ひきこみ，天皇制のブルジ。ア君主制化を実現しようとしていた。内相に就

任した原が，いちはやく警視庁の改革に着手し，第23ぷ会に郡制廃止法案を

提出したのも，そのような意図を示すものであった。

　一方，佳は，政党の援助なしには政権の維持も政策の推進も不可能である

ことを知り，いつまでも絶対主義筏勝の強化・超絶にすがりつく山県とは，

別の道を歩むようになった。　「山県，桂の問甚だ不良」と｝71’ったのも，その

ためであった。しかし，硅は，西園寺・原，したがってまた政友会の早門に

降ったのではなかった○真の勝利者ば，政友会の背後にいる独占ブルジョア

ジー、たかんずく．日露戦争のil51費、抑己において，国家にたいし’］1：え上債権

名の地位に立った銀行資右家であった。

　日露戦争の遂行過程で，n木帝国主義の政汁｝体制が形成され，絶対主長天

皇川は，日本帝日主；ξの㍑力として4，　t，’llt能するようになった。　U本帝国主義

の権力としての役割を機能的iこ代行し，本格的な帝国主義的諸政策を推進し

ていく二とが、目露戦争後に：｝づ：ナ○天皇制の最大の存在理由となったが，そ

れは，もは・‘1：化融独占資木の意向を無｛凡しては史現不可能になった。かかる

事実は，ますます，ほに政党との協力の必要を認識させ，原に天皇制の漸〕庄

的な上からの改革の必要を痛感させることになった。だからこそ，彼らは，
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「尚将来互に親密を保ち口家に貢献すべきことを談合した」のである。また，

ここに桂園時代の現リミ的基盤があったのである。

　かくて佳と西園寺・原との密約による政権交替は，りJ治44年の「情意投

合」の序曲にほかならず，情意投合とは，絶対主義天皇制と金融独占ブルジ

ョアジーとの木格的なブロック形成の政治的表現にほかならなかったのであ

る。また，佳園時代は，専制と金融寡頭との密月時代のはじまりを意味して

いた。そして，桂園時代の政治史は，大正期の政治史と本質的に共通した性

格を示すことになるのである。

注C1〕小林雄斤編『立憲政友会史』第2巻，271ペーシ、

　②　世外井上侯伝言己編纂会編『Ill；外井上公伝』；A’！　5巻．1S6ページ。

　③　原］ミー郎編rlll〔敬口記』第2巻続，267ページ

　　（4）．5）同」：，299ヘージ（明治3S年121］20「1），

　　（6×8）1，’，］【1，300ページ（同年12月23日）。

　〔7）同一1：，301ページ（同年12月24［］）。

　｛g）同一L，302ベージ（同年12月26「D。

　（1①　同．1：，305ペーシ（明治39年1JJ　7日）。

　⑪　大津淳一郎『大日本憲政史』第6巻，226ページ，


